
は

じ

め

に

　
二
〇
一
五
年
を
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
心
情
で
迎
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
際
社
会
は
、
二
〇
一
五
年
を
期
限
と
す
る
「
国
連
・
ミ
レ
ニ
ア
ム

開
発
目
標
（M

ilenium
D
evelpom

ent
G
oals

 
       
  
       
     
     
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）」
を
策
定
し
た
。
目
標
の
項
目
に
よ
り
、
ま
た
地
域
に
よ
り
、
あ
る
目
標
は
達
成

可
能
で
あ
り
あ
る
も
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
貧
困
を
半
減
す
る
と
い
う
目
標
は
、
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
二

〇
〇
三
年
の
二
倍
に
あ
た
る
年
七
％
の
成
長
率
を
達
成
し
な
け
れ
ば
到
達
不
可
能
と
さ
れ
る
。
現
実
的
に
は
ア
フ
リ
カ
で
は
目
標
の
達
成
は
絶

望
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
国
際
社
会
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
怪
物
に
直
面
し
て
い 

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
世
界
を
覆
い
尽
く
し
、
も

は
や
こ
れ
を
止
め
る
こ
と
も
減
速
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
将
来
的
に
は
社
会
的
公
正
が
担
保
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
す

（
１
）
る
。

─　　─

（
　
　
　
）
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検
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る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
こ
の
世
界
が
秩
序
を
維
持
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
、
貧
困
撲
滅
と
公
正
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
関
心
を
抱
き
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
活
動
を
、
世

界
が
存
続
す
る
た
め
に
は
社
会
的
公
正
が
担
保
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
る
と
知
覚
し
た
国
際
社
会
が
後
押
し
を
し
た
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
そ
の
よ
う
な
国
際
社
会
の
協
力
を
得
て
、
全
て
の
人
々
に
人
間
た
る
に
値
す
る
生
活
を
保
障
す
る
社
会
的
保
護
を
達
成
す
る
た
め
の

国
家
の
行
動
を
規
律
す
る
勧
告
を
採
択
し
た
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
勧
告
（Social

P
rotection

F
loors

                         

R
ecom

m
endation

 
    
 
        
）」（
二
〇
二
号
）
で
あ 

同
勧
告
は
従
来
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
活
動
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
同
勧
告
の
採
択
ま
で
の
過
程
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
社
会
的
保
護
局
長
で
あ
り
、
そ
の
の
ち
に
は
社
会
開
発
の
国
際
組
織
で
あ
る
国
際
社
会
福

祉
評
議
会
（International

C
ouncil

of
Social

W
elf

               
                  
   are

IC
SW

      
  

）
の
会
長
を
務
め
る
シ
シ
ョ
ン
博
士
（M

ichael
C
ichon

 
        
     
）
の
論
文
、

M
ichael

C
ichon,T

he
Social

Protectio

 
        
        
                   n
Floors

R
ecom

m
endation,2012

          
    
 
              
（N

o.202

 
      
）:C

an
a
six-page

docum
ent
change

th

    
                   
             e   

course
ofsocialhistory?

                          InternationalSocialSecurity
R
evie

                               
    w  ,July-D

ecem
ber
2013,Volum

e
66,Iss

        
    
           
    
         ue    3  –  4,pp.21~43.

             
を
紹
介

し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

　M
ichaelC

ichon

 
        
     

博
士
は
ド
イ
ツ
・
ア
ー
へ
ン
工
科
大
学
に
て
純
粋
・
応
用
数
学
の
修
士
号
を
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
て
公
共
行
政
の
修
士

号
を
、
そ
し
て
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
で
経
済
学
の
博
士
号
を
取
得
し
た
。
ド
イ
ツ
統
計
学
会
の
会
員
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
労
働
・
社
会
省
計
画
局

に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
と
し
て
勤
務
、
そ
の
後
、
一
九
八
六
年
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
社
会
保
障
局
に
上
級
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
、
保
健
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て

勤
務
し
た
。
一
九
九
二
～
九
五
年
に
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
中
東
欧
ア
ド
バ
ー
サ
リ
ー
・
チ
ー
ム
（
ブ
ダ
ペ
ス
ト
）
の
社
会
保
障
専
門
家
と
し
て
、
一
九
九

五
～
二
〇
〇
五
年
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
国
際
財
政
・
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
長
、
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
一
二
年
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
社
会
保
障
局
長
と
し
て
勤

務
し
た
。
二
〇
一
三
年
に
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
国
連
大
学
行
政
大
学
院
の
社
会
的
保
護
の
教
授
に
任
命
さ
れ
た
。

（
２
）
る
。

─　　─

＜

論
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三
七
巻
　
一
号
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博
士
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
（
以
下
Ｓ
Ｐ
Ｆ
）
に
関
す
る
他
の
著
作
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

M  

ichaelC
ichon,Veronika

W
odsak,C

hri

        
        
         
        
   stina

B
ehrendt,

       
         T

he
U
N
Social

Protection
F
loor
Initi

 
    
 
                              ative~T

urning
the
T
ide
at
the

       
            
           

ILO
C
onference

2011,IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
P

   
  
                  
 
 
 
 
 
   
 
 
   O

LIC
Y
A
N
A
LYSI

 
   
   
 
 
    S  ,the

Friedrich-E
bert-Stiftung,2011

                 
                   .  

M  

ichael
C
ichon,

Is
the
G
ood

the
E
nem
y

        
               
         
   
 

of
the
B
etter,

or
A
re
Social

P
rotec

         
           
                tion

F
loors

a
M
inim

alist
A
pproach?

               
    
       
         IC

SW

  
  
 

G
LO
B
A
L
C
O
O
PE
R
A
T
IO
N
N
E
W
SLE
T
T
E
R

 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
   
 
  
 
 
   
 
 
 
 

,  JA
N
U
A
R
Y
2014,pp.1

   
 
 
 
 
 
           –  4.   

　
主
な
著
作
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

M  

ichaelC
ichon,

        
       Financing

SocialProtectio

                          n  ,InternationalLabour
O
rganization,

                        
            2004

     .  

　
共
著
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

W  

olfgang
Scholz,K

rzysztofH
agem

ejer,

                 
          
    
     M

ichaelC
ichon,

  
        
       SocialB

udgeting

        
        ,InternationalLabour

O
rganization,

                        
            2000.

      

P  

ierre
P
lam
ondon,

A
nne

D
rouin,

G
ylles

          
        
     
        
     

B
inet,

M
ichael

C
ichon,

W
arren

R
.
M
c

  
       
        
        
       
   
 G

illivray,
M
ichel

B
edard,

H
ernando

 
           
       
        
        

─　　─

Ｉ
Ｌ
Ｏ
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ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
勧
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号
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討
（
山
田
）
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Perez-M
ontas,

       
       A

ctuarialpractice
in
socialsecurit

 
                                   y  ,InternationalLabour
O
ffice

                        
     
（ILO

   

）and
the
InternationalSocialSecurit

 
                                   y   

A
ssociation

 
          
（ISSA
    
）,2002

       .  

K  

aruna
Pal,C

hristina
B
ehrendt,Flori

            
          
              an

Leger,M
ichaelC

ichon,K
rzysztof

           
        
        
         H

agem
ejer,

 
    
      C

an
Low

Incom
e
C
ountries

A
fford

 
      
      
   
          
      

B
asic
SocialProtection?

First
R
esul

 
                               
    ts

ofa
M
odelling

E
xercise,Issues

i

         
          
                 n

SocialProtection,N
o.1

                      
    3  ,InternationalLabour

O
ffice,

                        
       

SocialSecurity
D
epartm

ent,2005

                 
      
         .  

（
１
）　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
は
多
様
で
あ
る
が
、
例
え
ば
毛
利
良
一
教
授
は
「
モ
ノ
、
カ
ネ
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
間
移
動
が
、
各
国
の
規

制
緩
和
／
撤
廃
に
よ
り
自
由
化
さ
れ
、
地
球
規
模
で
市
場
原
理
に
の
っ
と
っ
て
利
潤
の
最
大
化
を
追
求
す
る
資
本
の
運
動
」
と
定
義
す
る
。
毛
利
良
一

「
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
福
祉
開
発
─
３
つ
の
国
際
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
界
銀
行
・
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
可
能
性
」
日
本
福
祉
大
学
Ｃ

Ｏ
Ｅ
推
進
委
員
会
編
『
福
祉
社
会
開
発
学
の
構
築
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
〇
五
年
）
一
八
六
頁
。
あ
る
い
は
デ
ー
コ
ン
（B

ob
D
eacon

 
    
     
）
は
、

投
機
的
な
通
貨
取
引
に
基
づ
く
短
期
的
外
国
投
資
の
流
れ
、
長
期
的
外
国
直
接
投
資
、
貿
易
障
壁
の
削
減
を
意
図
す
る
政
策
を
伴
う
世
界
貿
易
、
国
際

企
業
と
提
携
し
た
世
界
規
模
の
生
産
と
貿
易
の
分
担
、
生
産
と
サ
ー
ビ
ス
の
技
術
に
お
け
る
変
化
に
起
因
す
る
、
生
産
の
世
界
規
模
の
連
結
、
貿
易
と

労
働
を
目
的
と
す
る
人
の
移
動
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
新
し
い
形
態
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
規
模
の
範
囲
、
を
挙
げ
る
。B

ob

 
   

D
eacon,

 
       G

lobalization
and
SocialPolicy:T

he

 
                                 
  

T
hreat

to
E
quitable

W
elfare,G

eneva

  
          
          
         
     

2000
O
ccasionalPaper

N
o.

       
                 
   5  ,U

N
R
ISD
,2000,at

   
 
 
   
           

p.1.

     
さ
ら
にJan

A
artScholte,

 
    
             T

he
Sources

ofN
eoliberalG

lobalizat

 
               
           
         ion;O

verarching
C
oncerns

Program
m
e

      
            
               
 
  Paper

N
o.

       
   8  ,U

N
RISD

,2005.

   
 
 
   
       

も
参
照
。

　
新
自
由
主
義
と
結
合
し
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
内
橋
克
人
・
佐
野
誠
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
警
告
す
る
　

「
構
造
改
革
」
日
本
の
未
来
』
新
評
論
（
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
特
に
中
南
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
に
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
に
は
働
か
な
い
こ
と
は
、
自
明
で
も
あ
る
。R

odolfo
Stavenha

 
               -  

─　　─

＜
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gen,
     N

eeds,R
ights

and
SocialD

evelopm
ent

 
       
                  
       
   ,U

nited
N
ations

R
esearch

Institute

   
       
        
                  for

SocialD
evelopm

ent,O
verarching

            
       
      
           C

oncerns
Paper,

 
               

N
o.

 
   2  ,U

nited
N
ations

R
esearch

Institute

   
       
        
                  for

SocialD
evelopm

ent,2003;ILO
,

            
       
              
  R

eport
ofthe

D
irector

G
eneral:

D
ece

 
              
         
         
   nt

W
ork
in
the

    
           

A
m
ericans:A

n
A
genda

for
the
H
em
isph

 
 
          
   
               
  
    ere,200

        6  ,16th
A
m
erican

R
egionalM

eeting,B
r

        
 
        
         
         
 asil,M

ay
2006,ILO

       
            

.  

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
的
保
護
に
つ
き
、N

icola
Yeates,

 
       
       G
lobalization

and
SocialPolicy

 
                              ,Saga

Publications,2001.

                          

（
２
）　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
と
二
〇
二
号
勧
告
に
つ
い
て
は
、
山
田
晋
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
：
新
し
い
国
際
機
関
共
働
型
国
際
社
会
政
策
に
つ

い
て
」
週
刊
・
社
会
保
障
二
五
九
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
四
四
～
四
九
頁
、
同
「
社
会
的
保
護
に
関
す
るILO

 
  

勧
告
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ

ン
・
フ
ロ
ア
ー
」
週
刊
・
社
会
保
障
二
六
五
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
〇
～
五
五
頁
な
ど
。

　
な
お
二
〇
一
二
年
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
と
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
に
つ
い
て
、
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
の
共
催
に
よ
り
「
第
二
四
回

国
際
労
働
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
持
続
可
能
な
社
会
保
障
を
め
ざ
し
て
：
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
戦
略
と
日
本
の
課
題
」
が
二
〇
一
一
年
一
〇
月
六
日
に
法
政
大
学

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
長
谷
川
眞
一
氏
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
）、
山
端
浩
氏
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
本
部
社
会
的
保
護
局
）、
清
野
昇
平
氏
（
厚
労
省
）、
中
島

圭
子
氏
（
連
合
総
合
政
策
局
）、
森
田
清
隆
氏
（
経
団
連
国
際
協
力
本
部
）、
武
川
正
吾
氏
（
東
京
大
学
）
ら
の
報
告
お
よ
び
討
論
が
な
さ
れ
た
。
そ
の

記
録
と
し
て
『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』
六
六
七
号
（
二
〇
一
四
年
）
に
「【
特
集
】
第
　
回
国
際
労
働
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
し
て
収
録
さ

２６

れ
て
い
る
。一

節

論
文
の
概
要

M
ichaelC

ichon,T
he
SocialProtection

Floors
R
ecom

m
endation,2012

（N
o.

202

）:C
an
a
six-page

docum
ent
change

the
course

of
social

history?,
International

Social

Security
R
eview,July-D

ecem
ber
2013,Volum

e
66,Issue

3–4.

（
一
）　
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

　
数
値
的
に
は
微
妙
で
は
あ
る
が
、
世
界
の
人
口
の
ほ
ぼ
七
五
～
八
〇
％
が
包
括
的
な
社
会
的
保
護
制
度
に
ア
ク
セ
ス
を
も
た
ず
、
こ
れ
ゆ
え

─　　─

Ｉ
Ｌ
Ｏ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
勧
告
（
二
〇
二
号
）
の
検
討
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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四
四
二

四
四
二



不
安
定
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　
世
界
は
一
層
密
接
な
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
現
金
は
自
由
に
移
動
し
、
貿
易
可
能
な
商
品
は
国
内
市
場
の
障
壁
か
ら
一
層
自
由
に
な
っ

て
い
る
。
熟
練
労
働
の
市
場
は
ほ
と
ん
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
に
な
り
、
非
熟
練
労
働
の
市
場
も
そ
れ
に
近
く
グ
ロ
ー
バ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

　
数
十
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
史
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
保
障
制
度
は
貧
困
と
不
平
等
と
戦
う
た
め
の
強
力
な
道
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
理
論
的
に
は
、
世
界
の
貧
困
な
人
々
に
最
低
限
の
社
会
保
障
を
供
給
す
る
た
め
に
、
世
界
の
国
内
総
生

産
の
一
％
以
下
で
お
そ
ら
く
十
分
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
長
い
間
、
社
会
保
障
制
度
は
、
同
様
に
貧
困
と
不
平
等

に
つ
い
て
潜
在
的
な
影
響
を
持
つ
開
発
戦
略
に
お
い
て
何
ら
の
役
割
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
二
〇
一
二
年
半
ば
、
国
内
の
そ
し
て
世
界
規
模
の
開
発
戦
略
の
一
部
と
し
て
社
会
的
保
護
を
確
固
と
し
て
構
築
す
る
た
め
の
重
要
な

一
歩
が
な
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
勧
告
（
二
〇
二
号
）
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
社
会
保
障
基
準
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
そ
し
て
社
会
開
発
の
課
題

　
九
五
年
の
歴
史
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
社
会
保
障
の
業
務
は
、
正
規
雇
用
の
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
社
会
保
障
に
焦
点
が
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
に

よ
る
基
準
設
定
は
正
規
雇
用
契
約
の
下
で
就
労
す
る
利
益
を
享
受
す
る
労
働
者
と
そ
の
被
扶
養
者
に
焦
点
が
あ
た
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
一
九
九

〇
年
代
後
半
に
な
り
変
化
し
始
め
、
社
会
保
障
の
適
用
範
囲
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
へ
の
関
心
が
二
〇
一
二
年
の
新
し
い
包
括
的
な
普
遍
的
基

準
と
い
う
勧
告
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

　
何
十
年
も
の
間
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
途
上
国
へ
の
技
術
協
力
と
助
言
業
務
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
的
保
護
の
類
型
を
見
習
う
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
の
諸
国
に
対
し
て
は
、
彼
ら
に
主
に
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
の
概
念
を
移
転
し
、
税
を
財
源
と
す
る
普
遍
的
制
度
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は
中
心
で
は
な
か
っ
た
。
社
会
保
障
適
用
範
囲
の
拡
張
は
、
労
働
市
場
の
正
規
化
（form

alization

    
         
）
の
進
行
速
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
長

期
的
な
過
程
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
発
展
の
パ
タ
ー
ン
は
、
一
九
世
紀
末
と
二
〇
世
紀
前
半
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
観
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
「
標
準
」
と
み
な
さ
れ
、
ほ
ぼ
容
認
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
し
、
開
発
経
済
の
「
ト
リ
ッ
ク
ル
・
ダ
ウ
ン
の
理
論
（trickle

       -  

dow
n
theory

   
        
）」
と
も
一
致
す
る
も
の
だ
っ
た
。
貧
困
の
削
減
が
一
九
九
〇
年
代
の
国
連
の
会
議
や
、
二
〇
〇
〇
年
の
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発

目
標
（M

D
G

 
 
 

）
を
検
討
す
る
会
議
や
議
論
の
中
心
に
な
っ
た
と
き
で
も
、
社
会
的
保
護
の
概
念
と
用
語
は
議
論
に
存
在
し
な
か
っ
た
。
い
く
つ

か
の
他
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
に
有
意
義
な
貢
献
を
な
す
も
の
と
し
て
同
様
、
貧
困
緩
和
の
手
段
と
し
て
も
、
社
会
保
障
制
度
は
国
連
の
議

論
に
お
い
て
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。
貧
困
緩
和
に
関
す
る
国
際
的
な
議
論
は
、
長
ら
く
、
社
会
的
保
護
に
つ
い
て
無
視
し
て
き
た
。
ミ
レ

ニ
ア
ム
開
発
目
標
は
具
体
的
な
統
治
手
段
よ
り
は
む
し
ろ
結
果
を
公
式
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
的
統
治
（socialgovern

             -  

ance

    
）
を
導
入
す
る
努
力
で
あ
る
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
を
設
定
す
る
に
あ
た
り
、
社
会
的
保
護
の
議
論
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
社
会
保
障
基
準
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
的
統
治
の
手
段
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
広
範
な
社
会
政
策
と
開
発
の
課
題
を
支
援
す
る
準

備
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
部
分
的
に
は
起
因
す
る
。

　
フ
ォ
ー
マ
ル
な
産
業
を
超
え
て
、
あ
る
い
は
、
や
や
フ
ォ
ー
マ
ル
で
な
い
労
働
市
場
の
縁
に
向
け
て
、
社
会
保
障
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
具

体
的
な
努
力
の
欠
如
は
、
お
そ
ら
く
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
の
決
定
過
程
に
お
け
る
社
会
的
保
護
の
欠
缺
を
説
明
す
る
。
し
か
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
領
域
に
到
達
す
る
努
力
の
欠
如
は
、
な
お
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
末
、
三
つ
の
重
要
な
Ｉ
Ｌ
Ｏ
文
書
が
採
択
さ
れ
た
。
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
、
所
得
保
障
勧
告
、
医
療
保
障
勧
告
で
あ
る
。
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
は
、「
保
護
や
包
括
的
医
療
を
必
要
と
す
る
す

べ
て
の
者
に
基
本
的
収
入
を
与
え
る
よ
う
に
社
会
保
障
措
置
を
拡
張
す
る
こ
と
」
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
厳
粛
な
義
務
と
し
て
い
る
（
３（
ｆ
））。
こ
れ

は
所
得
保
障
勧
告
、
医
療
保
障
勧
告
と
い
う
双
子
の
勧
告
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
の
労
働
者
へ
向
け
ら
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れ
て
い
た
焦
点
は
、「
保
護
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
者
」
と
い
う
は
る
か
に
広
い
タ
ー
ゲ
ッ
ト
集
団
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

不
幸
に
も
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
範
囲
の
拡
大
は
無
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
そ
れ
ま
で
の
社
会
保
障
の
諸
条
約
を
一
〇
二
号
条
約
に
整
理
統
合
し
た
が
、
給
付
や
資
格
の
実
態
的
な
基
準
は
不
変
で
あ
る
。
一

〇
二
号
条
約
で
は
そ
の
文
言
を
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
に
限
定
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
は
限
定
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て

き
た
。

　
現
在
ま
で
に
、
世
界
の
人
口
の
二
〇
％
に
達
す
る
約
五
〇
か
国
が
こ
の
条
約
を
批
准
し
て
お
り
、
近
い
将
来
、
中
国
や
ロ
シ
ア
が
加
入
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
不
幸
に
も
、
こ
の
こ
と
は
、
特
定
の
事
故
の
た
め
の
、
伝
統
的
社
会
保
障
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
個

人
に
対
す
る
「
垂
直
レ
ベ
ル
」
を
深
化
す
る
こ
と
を
追
究
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
保
護
な
し
に
取
り
残
さ
れ
た
人
々

へ
と
、
適
用
範
囲
を
「
水
平
的
に
」
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
過
去
四
〇
年
間
に
わ
た
る
社
会
保
障
条
約
に
つ
い
て
の

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
活
動
は
、
特
定
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
詳
細
な
給
付
制
度
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
条
約
に
比
べ
る
と
勧
告
は
遙
か
に
弱
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
実
施
は
道
義
的
説
得
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る
。
勧
告
は
多
く
の
他
の
国
際
的

協
定
の
弱
点
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
新
の
社
会
保
障
基
準
は
、
世
界
的
に
容
認
さ
れ
た
唯
一
の
社
会
保
障
給
付
基
準
と
し
て
、
そ
し
て

労
・
使
・
政
そ
し
て
そ
の
他
の
関
連
組
織
の
た
め
の
、
唯
一
の
世
界
的
な
視
点
で
の
包
括
的
な
法
的
参
照
の
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
基
準
な
し
に
、
国
家
の
給
付
制
度
は
世
界
的
な
視
点
で
見
て
標
準
化
さ
れ
な
い
し
、
国
内
の
権
利
擁
護
組
織
は
国
家
制
度
の
適
切
性
を
判
断

で
き
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
経
済
と
社
会
に
お
い
て
、
法
的
制
度
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
標
準
化
が
か
つ
て
よ
り
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
保
障
法
典
や
多
く
の
国
内
法
と
い
っ
た
よ
う
な
地
域
的
基
準
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
基
準
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
と
勧

告
は
、
全
て
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
国
の
労
・
使
・
政
の
主
要
な
代
表
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
、
激
論
を
経
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
的
妥
協
を
意
味
し
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て
い
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
全
て
の
国
々
に
対
し
て
の
、
国
際
社
会
が
社
会
的
保
護
の
標
準
的
で
デ
ィ
セ
ン
ト
な
状
態
で
あ
り
水
準
で
あ
る

と
判
断
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
強
力
な
規
範
的
指
針
と
な
る
。
他
の
社
会
的
保
護
の
参
照
の
枠
組
み
は
政
治
的
な
適
法
性
（legitim

acy

       
   
）
や
信

頼
性
（credibility

           
）
で
同
等
の
レ
ベ
ル
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
実
施
は
、
多
く
の
部
分
で
、
道
義
的
説
得
に
依
存
し
て
い
る
が
、
道
義
的

権
威
は
国
内
の
政
策
展
開
過
程
で
無
視
し
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
無
視
し
破
棄
す
る
こ
と
は
、
国
内
政
治
に
お
い
て
高
い
機
会
費
用

（opportunity
cost

                
）
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
基
準
は
全
人
口
を
適
用
範
囲
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ら
は
勧
告
さ
れ
た
給
付
水
準
に
対
す
る
最
低
限
度

の
主
要
な
要
求
の
一
つ
と
し
て
、
貧
困
の
救
済
を
規
定
し
て
も
い
な
か
っ
た
。
法
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
こ
の
「
平
等
格
差
（equality

gap

            
）」

は
、
適
用
範
囲
の
拡
大
を
漸
進
的
に
行
う
と
い
う
こ
と
が
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
多
く
の
社
会
的
保
護
の
専
門
家
に
と
っ
て
、
主
要

な
関
心
の
一
つ
に
な
っ
た
。

　
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
適
用
範
囲
の
拡
大
が
関
心
の
焦
点
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
『
世
界
労
働
報
告
書
（W

orld
Labour

R
eport

 
             
      

200

   0  
）』
は
、
社
会
保
障
の
伝
統
的
な
見
方
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
が
、
よ
り
広
い
人
的
適
用
範
囲
が
政
治
的
議
題
に
な
っ
た
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
様
々
な
社
会
的
保
護
の
拡
大
が
主
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
在
、
排
斥
さ
れ
て
い
る
労
働
者
、
家
事
労
働
者
の
よ
う
な
調
整
の
必

要
な
特
定
の
集
団
、
確
定
し
た
使
用
者
の
い
な
い
、
自
営
業
者
や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
の
労
働
者
も
含
む
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
可
能

な
と
こ
ろ
で
は
強
制
的
な
制
度
に
よ
る
が
、
低
開
発
諸
国
の
よ
う
に
そ
れ
が
不
可
能
な
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
種
の
リ
ク
ス
・
プ
ー
ル
を
提
供
す

る
小
規
模
保
険
制
度
（m

icroinsurance

 
             
）
や
草
の
根
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
対
し
て
支
援
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
労
働
市
場
の
外
に
あ
る

最
貧
困
層
に
対
し
て
は
適
切
な
社
会
扶
助
の
手
段
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
の
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、
基
本
的
に
既
存
の
古
典
的
な
社
会
保
障
の
拡
大
と
考
え
ら
れ
た
。
自
営
業
者
に
も
同
じ
シ
ス
テ
ム
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を
発
展
さ
せ
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
の
労
働
者
に
は
小
規
模
保
険
制
度
や
普
遍
的
給
付
あ
る
い
は
社
会
扶
助
で
補
う
と
い
う
構
想
で
あ
っ

た
。

　
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
一
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
な
さ
れ
た
社
会
保
障
の
一
般
的
討
議
の
結
論
の
一
つ
の
焦
点
は
、
適
用
範
囲
の
拡
大
だ
っ
た
。

こ
の
結
論
に
よ
り
適
用
範
囲
の
拡
大
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
主
要
な
前
進
で
は
あ
っ
た
が
、
多
く
の
面
で
半
分
の
成
功
に

し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
結
論
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
社
会
的
統
治
の
唯
一
の
現
実
的
な
手
段
で
あ
る
基
準
設
定
（standard

setting

                
）
へ
の
言
及
を
除

外
し
た
。
総
会
に
提
出
さ
れ
た
事
務
局
か
ら
の
報
告
書
に
は
、
基
準
設
定
に
つ
い
て
の
可
能
な
行
動
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
っ
た
。
新
し
い
包

括
的
な
基
準
の
た
め
、
あ
る
い
は
代
わ
り
に
、
介
護
の
よ
う
な
個
別
的
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
新
し
い
基
準
に
よ
っ
て
要
保
障
事
故
の
特
定
の

諸
基
準
の
設
定
を
完
全
な
も
の
と
す
る
戦
略
を
継
続
す
る
た
め
─
の
、
ど
ち
ら
か
の
た
め
に
基
準
設
定
の
記
述
が
あ
っ
た
。
し
か
し
結
論
は
こ

れ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

　
決
議
は
、
す
べ
て
の
国
々
の
た
め
の
「
一
つ
の
正
し
い
（single-right
            
）（
あ
る
い
は
「
一
つ
で
全
部
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
（one-size-fits-all

                 
）」

社
会
保
障
の
モ
デ
ル
が
存
在
し
な
い
─
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
多
元
主
義
を
認
め
る
方
向
へ
の
重
要
な
第
一
歩
で
あ
り
、
す

べ
て
の
国
々
は
自
国
の
青
写
真
と
速
度
（
ペ
ー
ス
）
に
基
づ
い
て
、
国
家
の
制
度
を
発
展
さ
せ
て
い
る
─
と
い
う
事
実
を
容
認
す
る
た
め
の
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
不
幸
に
も
そ
の
後
、「
一
つ
の
正
し
い
モ
デ
ル
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
合
意
は
、
社
会
的
保
護
の

組
織
構
造
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ン
グ
戦
略
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
他
領
域
に
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　
そ
れ
は
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
社
会
的
保
護
政
策
の
可
能
な
最
低
限
の
水
準
─
言
い
換
え
れ
ば
結
果
─
、
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
た
め
に

解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
基
準
設
定
に
対
す
る
明
白
な
障
壁
と
な
り
、
ま
た
社
会
保
障
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
一
層
の
批
准
を
促
進
す
る
努
力
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に
対
す
る
障
壁
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
社
会
保
障
の
よ
り
広
範
な
民
営
化
─
つ
ま
り
年
金
の
民
営
化
─
を
擁
護
す
る
人
々
、
そ
し
て
民
営
化
に
対

し
て
批
判
的
な
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
局
の
影
響
力
を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
の
よ
り
好
ま
し
い
例
示
で
あ
っ
た
。

　
社
会
保
障
の
─
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
「
す
べ
て
の
人
々
へ
の
適
用
範
囲
の
拡
大
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
─
は
、
二
〇
〇
三
年
六
月
に
ス

タ
ー
ト
し
た
。
最
初
の
数
年
、
そ
れ
は
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
焦
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
央
政
府
の
介
入
を
通
じ
て
の
適
用

範
囲
の
拡
大
は
多
く
の
成
功
を
生
み
出
さ
な
い
─
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る
小
規
模
保
険
制
度
を
構
築
す
る
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
エ
ン
パ

ワ
ー
す
る
方
法
を
模
索
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
国
民
的
な
適
用
範
囲
を
持
つ
拡
大
戦
略
を
政
府
が
採
用
す
る
方
向

へ
の
踏
み
台
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
既
存
の
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
の
制
度
を
、
可
能
な
限
り

多
く
の
人
々
に
拡
大
す
る
こ
と
を
求
め
る
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
の
要
素
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。

　
小
規
模
保
険
制
度
戦
略
は
、
低
所
得
層
を
保
護
適
用
下
に
お
き
、
人
的
範
囲
の
拡
大
に
貢
献
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
ガ
ー
ナ
と
南
ア

ジ
ア
の
一
部
を
除
い
て
成
功
し
な
か
っ
た
。

　
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
の
制
度
の
拡
大
は
緩
慢
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
一
般
的
に
は
適
用
範
囲
の
拡
大
を
停
滞
あ
る
い
は
中
止
に
導
く
、
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
や
東
欧
の
よ
う
な
理
論
的
な
改
革
に
よ
っ
て
さ
え
譲
歩
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
施
さ
れ
た
適
用
範
囲
の
拡
大
の
す
べ
て
の

試
み
は
、
普
遍
的
な
適
用
範
囲
─
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
の
基
礎
的
な
制
度
に
よ
っ
て
貧
困
者
の
補
助
的
な
適
用
範
囲
─
は
、
発
展
途
上
の

あ
る
い
は
低
所
得
経
済
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
。
メ
キ
シ
コ
の
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ュ
ニ
ダ
デ
ス
、
ブ

ラ
ジ
ル
の
ボ
ル
サ
・
フ
ァ
ミ
リ
ャ
、
タ
イ
の
　
バ
ー
ツ
制
度
の
目
に
見
え
る
成
功
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
社
会
保
障
局
は
二
〇
〇
四
年
に
、
そ
れ

３０

ま
で
は
社
会
保
障
に
つ
い
て
国
際
的
・
国
内
的
に
支
配
的
で
あ
っ
た
神
話
を
暴
露
す
る
た
め
の
、
最
初
の
真
剣
な
試
み
を
行
っ
た
。
そ
の
神
話

と
は
低
所
得
の
国
は
、
す
べ
て
の
人
々
へ
の
社
会
保
障
を
、
普
遍
的
な
基
礎
的
制
度
の
形
態
に
お
い
て
さ
え
、
担
え
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
政
策
文
書
は
、
国
内
総
生
産
の
二
～
六
％
の
投
資
に
よ
っ
て
、
低
所
得
国
で
も
、
普
遍
的
な
所
得
保
障
制
度
は
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
既
存
の
保
健
支
出
を
最
適
化
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
全
て
の
人
に
対
す
る
基
礎
的
医
療
に
対
す
る
普
遍
的
な
ア
ク

セ
ス
を
財
源
づ
け
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
部
と
し
て
、
こ
の
事
実
認
識
は
漸
進

的
に
拡
大
さ
れ
、
多
く
の
二
国
間
援
助
機
関
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
多
く
の
地
域
で
普
遍
的
社
会
的
保
護
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
促
進
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

な
連
携
に
加
わ
っ
て
い
た
。
同
じ
こ
ろ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
慎
重
に
新
し
い
基
準
設
定
の
た
め
の
必
要
性
の
議
論
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

政
策
概
要
説
明
文
書
「
社
会
保
障
の
基
準
設
定
（Setting
SocialSecurity

Standards

                                 
）」
は
、
既
存
の
基
準
を
検
証
し
、「
平
等
の
格
差
」
を

う
め
る
新
し
い
基
準
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
最
初
に
述
べ
て
い
る
。

　
二
〇
〇
七
年
か
ら
国
家
の
社
会
保
障
制
度
を
改
善
す
る
た
め
の
議
論
に
、
は
ず
み

毅

毅

毅

が
つ
き
、
〇
七
年
に
は
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
の
議
長
声
明
に
も

記
載
さ
れ
た
。
し
か
し
国
家
の
発
展
・
開
発
に
お
け
る
社
会
的
保
護
の
役
割
に
つ
い
て
の
新
し
い
合
意
の
起
源
は
、
二
〇
〇
一
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総

会
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
財
政
・
経
済
危
機
が
、
社
会
政
策
の
突
破
を

ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
危
機
は
、
経
済
学
と
経
済
政
策
の
確
実
性
と
認
め
ら
れ
て
き
た
知
恵
に
明
ら
か
に
衝
撃
を
与

え
た
の
で
あ
る
。

　
社
会
的
・
経
済
的
発
展
は
適
正
な
社
会
政
策
と
強
力
な
社
会
的
保
護
制
度
な
し
で
は
危
険
で
あ
る
─
と
い
う
こ
と
が
突
然
広
く
認
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
金
融
分
野
の
国
際
的
統
制
に
つ
い
て
の
国
家
的
そ
し
て
実
質
的
な
欠
缺
と
い
う
失
敗
が
、
危
機
の
勃
発
を
許
し
た
─
と
い
う
こ
と

を
彼
ら
は
知
っ
て
い
た
。
社
会
的
な
下
降
は
無
視
で
き
ず
、
こ
れ
ゆ
え
、
政
策
決
定
者
は
、
社
会
的
・
経
済
的
安
定
装
置
と
し
て
、
社
会
保
障

制
度
を
採
用
し
そ
れ
に
う
っ
た
え
た
。
国
際
的
機
関
は
彼
ら
の
開
発
戦
略
を
調
整
す
る
機
会
を
利
用
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
、、
Ｇ
　
、
国

２０

際
児
童
基
金
、
世
界
銀
行
、
そ
し
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
す
べ
て
が
、
よ
り
共
生
的
な
成
長
（inclusive

grow
th

              
  
）
を
促
進
す
る
た
め
の
新
し
い
社
会
的
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保
護
戦
略
を
展
開
し
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
戦
略
は
共
存
可
能
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
も
は
や
表
だ
っ
て
互
い
に
攻
撃

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
国
家
の
発
展
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
社
会
的
保
護
制
度
の
た
め
の
重
要
な
役
割
を
理
解
し
て
い
た
。
Ｉ
Ｌ

Ｏ
は
基
準
設
定
を
通
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
的
統
治
に
向
け
て
課
題
を
移
行
す
る
の
に
危
機
の
追
い
風
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
） 
　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
概
念
の
出
現

　
世
界
規
模
で
の
金
融
危
機
の
間
に
出
現
し
た
鍵
と
な
る
政
策
道
具
の
一
つ
が
Ｓ
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
会
・
経
済
的
基
盤
の
よ
り
広
い

（
し
か
し
政
治
的
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
曖
昧
な
）
ア
イ
デ
ィ
ア
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
最
初
、
二
〇
〇
四
年
の
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
社
会
的
次
元
に
関
す
る
世
界
委
員
会
（W
orld

C
om
m
ission

on
the
SocialD

im
en

 
      
  
 
                      
  
  sion

ofG
lobalisation

         
            
）」
報
告
書
に
現
れ
た
。
Ｉ

Ｌ
Ｏ
に
お
け
る
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
用
語
法
に
つ
い
て
の
内
部
的
討
議
の
後
に
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
と
い
う
用
語
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
・
国
連
理
事
会
（U

N
C
hiefE

xecutive
B
oard

for
program

 
 
  
      
          
                

m  

）
の
会
合
の
間
、
国
連
シ
ス
テ
ム
の
九
つ
の
ク
ラ
イ
シ
ス
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
の
一
つ
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
世
界
保
健
機
構
（W
H
O

 
 
 

）
は
共
同
し
て
「
Ｓ
Ｐ
Ｆ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（U

N
SPF

Initiative

 
 
              
）」
を
主
導
し
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
世
界
保
健

機
構
は
共
同
声
明
文
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
一
九
の
国
連
機
関
、
二
国
間
援
助
機
関
と
主
な
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
参
加
し
た
最
初
の
会
合
を
開
催
し

た
。
会
合
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
、
運
営
の
た
め
の
国
別
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
調
査
検
討
し
た
。
Ｓ
Ｐ
Ｆ
は
二
〇
〇
九
年
六

月
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ョ
ブ
・
パ
ク
ト
（G

lobalJob
Pact

 
              
）」
に
、
社
会
的
に
公
平
な
（
危
機
か
ら
）

の
回
復
の
た
め
の
一
つ
の
政
策
手
段
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
危
機
に
対
処
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
世
界
的
な
追
求
の
中
で
、
国
際
社
会
は
初
め
て

Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
概
念
に
つ
い
て
、
合
意
さ
れ
た
言
葉
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
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二
〇
〇
九
年
九
月
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
社
会
的
保
護
の
拡
大
に
つ
い
て
の
専
門
家
会
合
を
持
ち
、
そ
こ
で
社
会
保
障
の
拡
大
の
た
め
の
二
元
的
戦
略

（a
tw
o
dim
ensionalstrategy

    
     
                 
）
の
概
念
を
展
開
し
た
。
こ
の
戦
略
に
従
い
、
各
国
は
ま
ず
最
初
に
す
べ
て
の
人
々
に
対
す
る
基
本
的
な
土
台

を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
水
平
的
次
元
（horizontaldim

ension

              
      
）」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
基
盤
に
基
づ
い
て
、
可
能
に
な
っ
た

ら
直
ち
に
、
よ
り
包
括
的
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
の
、
よ
り
高
い
水
準
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
垂
直
的
次
元
（verticaldim

ension

            
      
）」
で
あ
る
。

　
二
つ
の
要
素
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
社
会
保
障
基
準 
─
つ
ま
り
一
〇
二
号
条
約
の
批
准
を
促
進
す
る
こ
と
と
連

携
し
て
、
保
証
の
基
本
的
な
水
準
の
た
め
の
新
し
い
国
際
的
基
準
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
促
進
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
社
会
保
障
の
適
用
拡

大
の
二
つ
の
次
元
を
、
一
つ
の
国
内
的
に
一
貫
し
た
包
括
的
で
矛
盾
の
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
融
合
す
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
促
進
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

社
会
保
障
基
準
と
社
会
的
扶
助
の
水
準
を
引
き
下
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
恐
れ
て
い
る
人
々
の
消
極
的
な
態
度
を
払
拭
す
る
こ
と
を
容
易

に
し
た
。
そ
の
よ
う
な
基
準
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
危
惧
は
労
組
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。

　
新
し
い
二
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
古
典
的
な
顧
客
よ
り
は
る
か
に
広
い
人
々
を
保
護
対
象
と
す
る
普
遍
的
な
社
会
的
保
護
の
た
め
の
Ｓ
Ｐ
Ｆ

を
、
彼
ら
が
支
持
し
擁
護
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
決
定
的
な
転
機
で
あ
っ
た
。
全
て
の
人
々
の
た
め
の
、
基

本
的
な
社
会
保
障
給
付
制
度
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
を
フ
ォ
ー
マ
ル
化
す
る
た
め
の
投
資
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
労
働
運
動
内
部

の
数
多
く
の
洞
察
力
あ
る
人
々
の
関
与
な
し
に
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
よ
り
一
層
の
基
準
設
定
の
作
業
は
長
い

間
い
と
も
簡
単
に
妨
害
さ
れ
て
き
た
。
二
元
的
戦
略
を
備
え
た
Ｓ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
労
組
の
支
持
の
最
大
の
重
要
性
は
、
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
無
限
と
も
い
え
る
可
能
性
を
生
み
出
し
た
・
そ
れ
は
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
を
超
え
て
到
達
し
、
そ
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
を

フ
ォ
ー
マ
ル
化
す
る
（form

alization

    
         
）
た
め
の
包
括
的
政
策
を
展
開
す
る
国
家
的
な
社
会
保
護
制
度
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
た
っ
て
の
労
組
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の
役
割
を
再
定
義
す
る
こ
と
を
認
め
る
可
能
性
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
視
点
か
ら
は
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
手
段

へ
と
戦
略
を
お
し
こ
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
移
行
さ
せ
る
た
め
に
は
、
よ
り
顕
著
で
目
に
見
え
る
形
で
の
支
援
が
必
要
で
あ
っ
た
。
二

〇
一
〇
年
半
ば
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
「
Ｓ
Ｐ
Ｆ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
の
た
め
の
高
次
諮
問
委
員
会
（high

leveladvisory
board

                         
）
を
召
集
し
た
［
バ

チ
ェ
レ
（M

ichelle
B
achelet

 
         
       
）
委
員
会
］。

　
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、
ア
フ
リ
カ
地
域
デ
ィ
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（A

frican
R
egionalD

ecent
W
ork
Sym
posi

 
        
         
       
       
    um   

）
に
お
い

て
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
的
保
護
の
よ
り
一
層
の
発
展
の
た
め
に
主
要
な
基
盤
と
し
て
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
を
ア
フ
リ
カ
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
国
が
認
め

た
。
こ
の
こ
と
は
「
Ｓ
Ｐ
Ｆ
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
名
の
使
用
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
々
に
対
す
る
基
本
的
な
社
会
保
障
の
た

め
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
ア
ラ
ブ
諸
国
家
で
の
予
備
的
な
技
術
的
地
域
会
合
の
勧
告
に
反
映
し
た
。

　
社
会
的
保
護
に
つ
い
て
の
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
合
意
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
極
め
て
迅
速
に
、
新
し
い
国
際
文
書
に
そ
れ
を
鋳

造
す
る
こ
と
を
前
進
さ
せ
た
。
特
定
の
経
済
的
・
金
融
的
危
機
と
、
社
会
的
結
果
に
対
す
る
政
治
的
反
応
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
痕
跡
を
残
す
こ
と
な
く
、
あ
ま
り
に
早
く
消
え
て
な
く
な
る
だ
ろ
う
─
と
い
う
恐
れ
が
行
動
の
迅
速
さ
を
決
定
し
た
。
Ｉ

Ｌ
Ｏ
は
た
ま
た
ま
二
〇
一
一
年
六
月
の
第
一
〇
〇
回
総
会
の
た
め
に
、
二
〇
〇
八
年
の
「
公
正
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
社
会
的

正
義
に
関
す
る
宣
言
」
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し
て
、
社
会
的
保
護
に
つ
い
て
の
討
議
を
準
備
し
て
い
た
。
社
会
・
経
済
的
発
展
の
た
め
の
道

具
と
し
て
普
遍
的
社
会
的
保
護
の
主
張
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
事
務
局
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
二
〇
一
一
年
の
総
会
は
決
議
を
採
択
し
た
。
そ

れ
は
、
二
元
的
拡
大
戦
略
を
明
瞭
に
確
定
し
、
一
〇
二
号
条
約
の
批
准
が
増
加
す
る
こ
と
は
、
加
盟
国
に
と
っ
て
最
重
要
で
あ
り
、
社
会
的
保

護
の
た
め
の
国
家
的
基
盤
に
つ
い
て
の
新
し
い
勧
告
を
調
査
・
展
開
す
る
こ
と
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
責
務
と
す
る
─
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
の
議
論
の
中
で
現
れ
た
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
社
会
的
保
護
の
戦
略
は
、
世
界
保
健
機
構
、
国
連
開
発
計
画
、
ユ
ニ
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セ
フ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
世
界
銀
行
ら
の
専
門
家
た
ち
と
、
バ
チ
ェ
レ
委
員
長
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。
こ
の
共
同
の
支
持
は
、
新
し
い
勧
告
に
対
す

る
使
用
者
側
の
懐
疑
主
義
に
打
ち
勝
つ
こ
と
に
貢
献
し
た
と
い
え
る
。

　
既
に
二
〇
〇
九
年
の
専
門
家
会
合
は
、
社
会
保
障
に
つ
い
て
の
新
し
い
条
約
に
つ
い
て
、
労
・
政
・
使
に
何
ら
意
欲
が
な
い
─
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
認
め
て
い
た
。

　
勧
告
は
、
可
能
性
が
達
成
さ
れ
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
法
的
な
基
準
の
主
張
者
さ
え
、
政
府
が
全
て
の
人
々
に
保
護
を
拡
大
す
る

こ
と
は
財
政
的
に
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
政
府
が
新
し
い
条
約
を
批
准
す
る
の
を
尻
込
み
す
る
の
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
こ
で

次
の
最
後
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
は
全
て
の
人
々
へ
の
社
会
的
保
護
に
つ
い
て
の
世
界
規
模
で
の
合
意
を
、
国
際
的
な
文
書
の
形
で
記
録
に
と
ど

め
る
こ
と
だ
っ
た
。

　
バ
チ
ェ
レ
諮
問
委
員
会
は
、
二
〇
一
一
年
半
ば
に
第
一
次
報
告
書
を
発
表
し
た
。
バ
チ
ェ
レ
委
員
会
報
告
書
は
、
人
権
の
実
現
と
社
会
的
正

義
の
促
進
を
支
持
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
主
張
は
貧
困
と
不
平
等
と
闘
う
効
果
的
な
道
具
で
あ
り
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発

目
標
の
達
成
に
向
け
て
の
前
進
を
加
速
す
る
の
を
促
し
、
低
所
得
諸
国
に
も
利
用
可
能
（affordable

          
）
で
あ
り
、
危
機
の
社
会
的
・
経
済
的
イ

ン
パ
ク
ト
と
、
世
界
経
済
の
不
均
衡
を
解
消
す
る
の
を
促
進
し
、
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
た
め
の
重
要
な
道
具
で
あ
る
─

と
し
た
。

　
国
連
事
務
局
長
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
報
告
書
で
バ
チ
ェ
レ
は
「
社
会
的
保
護
の
拡
張
は“w

in-w
in”

 
 
    
   

の
投
資
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
エ
コ
ノ
ミ
ッ

ク
ス
の
安
定
装
置
と
し
て
の
効
果
を
考
え
れ
ば
そ
れ
は
短
期
的
に
は
元
を
取
れ
る
し
、
長
期
的
に
は
人
間
の
発
展
と
生
産
性
に
対
す
る
イ
ン
パ

ク
ト
の
故
に
、
元
を
取
れ
る
」
と
い
う
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
主
張
を
展
開
し
、
広
く
承
認
さ
れ
、
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
準
を
調
査
・
展
開
す
る
責
務

が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
課
さ
れ
た
。
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（
四
）　
国
家
の
社
会
保
障
制
度
の
た
め
の
簡
易
な
規
範
的
枠
組
み
：
二
〇
二
号
勧
告

　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
局
は
二
〇
一
一
年
末
ま
で
に
各
国
の
法
や
慣
行
に
つ
い
て
の
調
査
を
し
た
。
一
〇
〇
以
上
の
政
府
と
、
一
二
〇
以
上
の
労
使
団

体
か
ら
の
回
答
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
基
に
事
務
局
は
勧
告
の
草
案
を
作
成
し
、
二
〇
一
二
年
三
月
一
日
に
公
表
し
た
。

　
し
か
し
二
〇
一
二
年
六
月
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
は
、
国
際
的
文
書
の
正
確
な
形
を
な
お
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
文
書

の
国
家
法
的
な
法
典
化
と
、
社
会
政
策
の
普
遍
的
な
目
的
の
形
成
の
必
要
性
の
あ
い
だ
に
慎
重
な
妥
協
の
余
地
を
残
す
た
め
に
、
そ
の
起
草
に

お
け
る
政
治
的
・
法
的
な
職
人
技
の
形
を
と
っ
た
。
同
時
に
草
案
は
新
し
い
文
書
が
よ
り
高
い
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
に
規
定
さ
れ
た
保
護
の
水
準
を
実

際
に
下
げ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
新
し
い
文
書
が
非
常
に
一
般
的
な
の
で
実
施
さ
れ
る
機
会
の
決
し
て
な
い
心
地
の
良
い
言
葉

と
善
良
な
意
図
以
外
の
何
物
も
含
ん
で
は
い
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
感
じ
て
い
る
人
々
の
恐
れ
を
和
ら
げ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。

　
総
会
は
、
世
界
的
な
指
導
手
引
書
と
い
う
文
書
の
性
質
と
国
家
的
責
任
の
間
の
聡
明
な
妥
協
を
見
出
し
た
。
文
書
は
国
家
の
社
会
保
障
制
度

の
結
果
に
焦
点
を
当
て
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
国
家
的
政
策
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
四
つ
の
重
要
な
社
会
保
障
が
「
請
け

合
う
・
保
障
す
る
も
の
（guarantee

         
）」
を
定
義
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
文
書
は
、
実
施
の
手
段
、
所
得
保
障
の
水
準
と
、
保
証
の
基
礎
を
支
え
る
厳
格
な
給
付
水
準
と
を
国
家
の
意
思
決
定
者
の
プ
ロ
セ
ス

に
委
ね
た
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
実
施
の
手
段
と
保
護
の
水
準
は
、
参
加
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
─
、
す
な
わ
ち

労
使
の
代
表
的
な
組
織
の
「
参
加
」
に
よ
り
、
そ
し
て
関
係
当
事
者
の
適
切
か
つ
代
表
的
な
組
織
と
の
協
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
─

を
規
定
し
た
。

二
〇
二
号
勧
告
の
内
容
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二
〇
二
号
勧
告
の
目
的
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
に
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
ａ
）
適
用
可
能
な
場
合
に
は
、
国
内
の
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的
な
要
素
と
し
て
Ｓ
Ｐ
Ｆ
を
構
築
し
維
持
す
る
こ
と
。

（
ｂ
）
国
際
労
働
機
関
の
社
会
保
障
基
準
を
指
針
と
し
て
、
可
能
な
限
り
多
く
の
人
々
に
対
し
、
よ
り
高
い
水
準
の
社
会
保
障
を
漸
進
的
に
確

保
す
る
社
会
保
障
の
拡
張
の
た
め
の
戦
略
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
加
盟
国
の
Ｓ
Ｐ
Ｆ
は
少
な
く
と
も
以
下
の
社
会
保
障
保
証
か
ら
成
る
べ
き
で
あ
る
。

（
ａ
）
各
国
で
定
義
す
る
一
連
の
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
で
あ
っ
て
、
利
用
可
能
性
、
ア
ク
セ
ス
可
能
性
、
受
入
れ
及
び
質
の
基
準
を
満

た
す
不
可
欠
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
（
母
性
に
関
す
る
保
健
を
含
む
。）
か
ら
成
る
も
の
。

（
ｂ
）
児
童
に
つ
い
て
の
基
本
収
入
の
保
障
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
最
低
限
の
水
準
と
し
て
各
国
で
定
義
す
る
栄
養
、
教
育
、
保
健
そ
の
他

の
必
要
な
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
提
供
す
る
も
の
。

（
ｃ
）
少
な
く
と
も
最
低
限
の
水
準
と
し
て
各
国
で
定
義
す
る
基
本
収
入
の
保
障
で
あ
っ
て
、
特
に
、
疾
病
、
失
業
、
母
性
及
び
障
害
に
関
す

る
も
の
。

（
ｄ
）
高
齢
者
に
つ
い
て
の
少
な
く
と
も
最
低
限
の
水
準
と
し
て
各
国
で
定
義
す
る
基
本
収
入
の
保
障
。

　
ま
た
加
盟
国
は
制
度
の
実
施
・
展
開
を
監
視
す
る
こ
と
を
勧
告
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ゆ
え
勧
告
は
、
世
界
人
権
宣
言
の
二
二
～
二
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
保
障
に
対
す
る
基
本
的
人
権
の
た
め
の
中
核
的
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内
容
を
基
本
的
に
規
定
す
る
、
少
な
く
と
も
四
つ
の
必
須
の
社
会
保
障
の
保
証
（guarantee

         
）
と
し
て
Ｓ
Ｐ
Ｆ
を
定
義
し
て
い
る
。「
保
証
」

の
用
語
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
社
会
保
障
の
辞
書
に
対
す
る
新
し
い
付
加
項
目
で
あ
る
。

　
こ
の
用
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
給
付
や
制
度
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
社
会
保
障
の
結
果
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
、

必
須
の
品
物
や
サ
ー
ビ
ス
の
直
接
的
な
供
給
に
よ
り
、
現
金
や
サ
ー
ビ
ス
を
給
付
し
て
い
る
。
そ
れ
は
拠
出
ま
た
は
税
を
財
源
と
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
国
家
の
社
会
的
保
護
が
当
該
国
の
伝
統
や
組
織
構
造
を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
組
織
や
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
結
果

に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
家
の
政
府
に
対
し
、
共
通
の
目
的
に
合
意
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
一
方
で
そ
れ
は
彼
ら

の
組
織
を
変
更
す
る
こ
と
を
強
制
し
て
は
い
な
い
。

　
二
〇
〇
一
年
の
「
一
つ
の
正
し
い
モ
デ
ル
は
な
い
」（no-single-righ-m

odel

                
    
）
と
い
う
呪
文
は
、
結
果
の
「
一
つ
の
正
し
い
」
組
合
わ
せ
に

よ
っ
て
補
わ
れ
る
。

（
五
）　
政
策
的
議
論
に
お
け
る
政
策
的
争
点

　
事
務
局
の
提
案
と
勧
告
の
最
終
的
文
案
は
、
第
一
〇
〇
回
総
会
の
決
議
と
結
論
と
か
な
り
近
い
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
総
会
で
示
さ
れ

た
構
成
員
の
関
心
と
提
案
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
保
護
の
水
準
に
関
す
る
国
家
的
な
定
義
、
実
施
の
速
度
（
ペ
ー
ス
）

と
モ
デ
ル
、
そ
し
て
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
監
視
に
つ
い
て
言
え
る
。
ま
た
国
家
の
Ｓ
Ｐ
Ｆ
が
当
該
国
家
の
状
況
と
調
和
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
保
護

の
基
礎
的
水
準
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
方
法
に
お
け
る
多
元
主
義
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
概
念
を
個
別
の
国
家
の
状
況
に

対
し
て
調
整
す
る
必
要
性
が
、
第
一
〇
〇
回
総
会
、
二
〇
一
一
年
と
二
〇
一
二
年
の
協
議
プ
ロ
セ
ス
、
そ
し
て
二
〇
一
二
年
の
協
議
で
の
主
要

な
政
策
的
議
論
に
お
け
る
政
策
的
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
国
家
の
Ｓ
Ｐ
Ｆ
を
単
一
の
形
態
と
し
て
で
は
な
く
多
元
的
な
形
態
に
お
け
る
概
念
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と
し
て
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
は
、
各
国
の
国
家
的
な
法
典
化
の
目
に
見
え
る
徴
候
で
あ
っ
た
。

　
も
う
一
つ
の
政
策
的
争
点
は
、
勧
告
の
人
的
範
囲
で
あ
っ
た
。
社
会
保
障
の
保
証
は
、「
す
べ
て
の
住
民
（allresidents

             
）」、
あ
る
い
は
「
合

法
的
な
居
住
者
（legalresidents
               
）」、
あ
る
い
は
「
慣
習
的
な
居
住
者
（habitualresidents

                  
）」、「
市
民
の
み
（citizens

only

             
）」、
に
よ
っ

て
享
受
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
た
め
に
総
会
で
は
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
。
最
終
的
に
は
事
務
局
の
提
案
が
承
認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

勧
告
の
人
的
範
囲
は
「
国
内
法
規
に
よ
り
定
義
さ
れ
て
い
る
全
て
の
居
住
者
と
子
ど
も
」
に
関
連
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
既
存
の
加
盟
国
の

国
際
的
義
務
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
や
り
か
た
で
、
何
ら
の
新
し
い
法
的
義
務
は
規
定
さ
れ
ず
、
移
民
の
よ
う
な
あ
る
種

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
は
適
用
範
囲
の
外
に
置
か
れ
る
と
い
う
リ
ス
ク
は
残
っ
た
。
国
際
人
権
規
約
九
条
は
す
べ
て
の
者
の
社
会
保
障
へ
の
権

利
を
規
定
し
て
い
る
。
一
六
〇
か
国
以
上
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
国
が
こ
れ
を
何
の
留
保
な
し
に
批
准
し
て
お
り
、
そ
え
ゆ
え
こ
れ
は
「
既
存
の
」
国

際
的
な
義
務
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
妥
協
は
多
く
の
加
盟
国
に
よ
り
認
識
さ
れ
て
い
た
必
要
性
で
あ
る
が
、「
漸
進
的
実
現
」（progressive

realization

                       
）
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
勧
告
の
目
的
は
明
確
に
普
遍
的
で
あ
る
が
、
実
施
は
漸
進
的
に
行
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
障
拡

大
戦
略
は
特
定
の
時
間
的
枠
組
み
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
勧
告
は
規
定
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
四
ｅ
）。
こ
れ
は
世
界
人
権
宣
言

二
二
条
と
国
際
人
権
規
約
に
お
け
る
同
様
の
論
法
に
従
う
の
で
あ
る
。

　
勧
告
が
設
定
す
る
政
策
指
針
は
十
分
に
広
範
で
、
よ
り
具
体
的
で
あ
る
。
国
家
の
社
会
保
護
を
統
治
す
る
一
八
の
原
則
は
興
味
深
い
指
示
で

あ
り
、
基
本
的
な
国
家
責
任
の
も
と
で
確
保
さ
れ
る
べ
き
国
家
の
社
会
保
護
の
性
格
を
本
質
的
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
保
護
の
普
遍
性

（universality

            
）、
保
護
の
適
正
性
（adequacy

        
）、
法
に
よ
る
給
付
の
確
定
の
義
務
、
差
別
禁
止
、
実
施
の
漸
進
性
（progressive

realization

                       
）、
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方
法
と
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
様
性
の
承
認
、
給
付
の
水
準
と
条
件
に
つ
い
て
の
三
者
参
加
と
公
的
な
協
議
、
適
用
さ
れ
る
人
々
の
尊
厳
の
要
求
、

効
率
的
な
苦
情
処
理
手
続
き
、
透
明
性
（transparency

            
）、
財
政
的
持
続
可
能
性
に
わ
た
る
。
全
体
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
国
家
の
社
会

保
護
の
た
め
の
よ
り
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
基
準
を
規
定
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
基
準
は
、
─
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
─
多
く
の
国
家
の
政
策
に
つ
い
て
再
考
を
要
請
す
る
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
一
九
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
の
南
米
・
東
欧
の
年
金
改
革
は
、
社
会
保
障
給
付
の
適
正
性
や
予
測
性
の
点
か
ら
再
考
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
し
、
給
付
レ
ベ
ル
が
市
場
に
依
存
す
る
確
定
拠
出
年
金
制
度
は
適
切
で
は
な
く
勧
告
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
ｃ
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
新

し
い
最
低
代
替
率
が
導
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
確
定
拠
出
年
金
制
度
で
は
、
勧
告
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
ｈ
の
財
政
の
連
帯
の
原
則
も
破
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
上
、
社
会
扶
助
給
付
が
社
会
の
最
貧
層
に
給
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
方
法
も
受
給
者
の
尊
厳
の
原
則
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
ｆ
）
に

反
す
る
。

　
他
の
例
と
し
て
、
給
付
の
財
源
の
実
務
に
お
い
て
、
年
金
で
、
選
挙
の
買
収
の
よ
う
な
水
準
の
よ
う
な
低
い
拠
出
率
か
ら
始
め
る
よ
う
な
制

度
で
は
、
勧
告
を
順
守
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
適
用
範
囲
と
さ
れ
る
人
口
の
成
熟
化
に
つ
れ
て
、
拠
出
率
は
一
般
的
に
は
る
か
に
高
い
水

準
ま
で
増
加
し
、
制
度
の
財
源
と
し
て
容
認
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
。
制
度
の
財
源
を
担
う
者
と
制
度
か
ら
給
付
を
受
け
る
者
の
責
任
と
利
益

の
間
の
最
適
の
バ
ラ
ン
ス
（
勧
告
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
ｈ
）
は
も
は
や
確
保
で
き
な
い
。
財
政
的
持
続
性
の
損
害
に
対
す
る
過
剰
な
約
束
は
、
勧
告

パ
ラ
グ
ラ
フ
三
ｋ
と
両
立
し
な
い
。
同
様
に
、
拠
出
を
徴
収
し
て
い
る
医
療
保
険
制
度
で
、
具
体
的
な
医
療
の
給
付
が
未
発
展
で
あ
っ
た
り
、

約
定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
給
付
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
同
じ
よ
う
に
勧
告
と
両
立
し
な
い
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
ｎ
）。

　
最
終
的
な
問
題
は
、
勧
告
の
政
策
的
指
針
が
国
家
の
政
策
変
更
に
効
果
的
に
貢
献
す
る
ほ
ど
に
強
靭
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
六
）　
文
書
か
ら
政
策
へ
、
あ
る
い
は
勧
告
は
国
家
の
社
会
政
策
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
か
？

　
勧
告
は
い
か
に
社
会
保
護
制
度
を
構
築
し
維
持
す
る
か
の
指
針
を
加
盟
国
に
提
供
す
る
。
こ
れ
が
勧
告
の
で
き
る
こ
と
す
べ
て
で
あ
る
。
こ

れ
は
人
々
の
生
活
の
悲
惨
な
現
実
を
改
善
す
る
の
に
十
分
な
の
か
？
い
か
な
る
国
際
的
文
書
が
国
内
的
実
施
の
た
め
に
十
分
な
の
か
？
不
幸
に

も
こ
の
答
は
明
確
で
は
な
い
。

　
二
〇
二
号
勧
告
は
か
つ
て
な
い
善
意
の
文
書
で
あ
る
。
歴
史
上
こ
の
よ
う
な
社
会
的
保
護
へ
の
支
援
の
国
際
文
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
勧

告
は
ユ
ニ
ー
ク
な
歴
史
的
環
境
で
出
現
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
慎
重
な
準
備
作
業
の
結
果
が
、
す
べ
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
発
展
理
論
と
グ

ロ
ー
バ
ル
な
経
済
運
営
の
確
定
性
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る
世
界
的
危
機
に
遭
遇
す
る
と
こ
ろ
で
、
代
替
的
な
経
済
的
、
効
果
的
な
国
家
の
社
会

政
策
に
つ
い
て
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
真
に
普
遍
的
と
な
っ
た
時
代
に
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
条
約
で
は
な
く
勧
告
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
の
ソ
フ
ト
な
文
書
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
か
つ
て
国
際

社
会
が
与
え
て
き
た
、
最
も
具
体
的
で
合
意
を
得
た
社
会
的
保
護
の
憲
章
（charter

       
）
で
あ
る
。
二
〇
二
号
勧
告
は
社
会
的
保
護
の
「
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
」
で
あ
る
。

　
世
界
的
規
模
で
社
会
的
保
護
に
お
け
る
現
実
的
な
改
善
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
善
意
の
窓
は
、
既
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
深
刻
な
徴
候

が
い
く
つ
か
あ
る
。
経
済
的
・
財
政
的
危
機
が
国
庫
の
危
機
に
転
化
す
る
や
い
な
や
、
緊
縮
手
段
が
─
と
う
に
死
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た

ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
ら
生
じ
て
き
た
政
策
的
秘
策
に
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
─
政
治
的
議
題
の
最
優
先
課
題
と
さ
れ
、
社
会
的
保

護
の
費
消
は
再
び
多
く
の
国
々
で
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
。

　
二
〇
二
号
勧
告
が
国
家
的
諸
政
策
に
影
響
を
与
え
る
唯
一
の
重
要
な
回
路
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
国
家
政
策
の
空
間
を
形
成
す
る
の
を
促
進

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
諸
国
家
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
国
際
社
会
は
、
全
て
の
人
が
社
会
的
保
護
の
ミ
ニ
マ
ム
を
享
受
で
き
る
べ
き
で
あ
り
、
社
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会
は
強
力
な
原
則
に
基
づ
い
て
、
社
会
保
障
の
よ
り
高
い
水
準
を
漸
進
的
に
構
築
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
勧
告
の
文
言
は
世
界
的
で
あ
る
が
行
動
は
国
家
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
正
義
の
要
求
は
人
々
自
身
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
実
施
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
行
動
の
核
は
ロ
ー
カ
ル
で
あ
る
。

　
市
民
団
体
と
労
働
組
合
は
政
治
的
意
思
の
当
然
の
代
理
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
々
の
権
利
と
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
代
弁
者
で
あ
る
。
彼
ら

は
、
社
会
的
保
護
を
通
じ
て
よ
り
一
層
の
社
会
的
正
義
、
よ
り
一
層
の
参
加
、
よ
り
一
層
の
機
会
の
た
め
の
強
い
主
張
を
形
成
す
る
た
め
に
勧

告
を
利
用
で
き
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
合
意
は
道
徳
的
合
法
性
（m

orallegitim
acy

 
            
   
）
を
形
成
し
、
そ
し
て
こ
れ
ゆ
え
国
家
的
な
要
求
の
た
め
の

政
治
的
後
ろ
盾
を
形
成
す
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
一
層
の
社
会
的
保
護
を
求
め
る
全
国
的
圧
力
団
体
の
た
め
の
政
治
的
討
論
の
会
場
を
供
給
す
る
。

Ｓ
Ｐ
Ｆ
と
国
家
の
社
会
保
障
の
拡
張
戦
略
を
、
国
家
レ
ベ
ル
で
構
築
あ
る
い
は
保
護
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
き
、
政
府
に
彼
ら
が
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
署
名
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
合
意
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　
し
か
し
全
て
の
手
段
同
様
、
勧
告
は
効
果
的
で
創
造
的
な
行
動
を
確
保
す
る
た
め
に
巧
み
に
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
一
層
の
社
会

的
保
護
の
た
め
の
国
民
的
・
市
民
的
連
携
は
、
国
家
的
レ
ベ
ル
と
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
具
体
的
な
状
況
が
存

在
す
る
。
勧
告
は
国
家
的
行
動
の
た
め
の
具
体
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
を
規
定
す
る
。
そ
れ
は
「
適
切
な
全
国
的
に
規
定
さ
れ
た
機
構
を
通
し
て
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
の
実
施
と
、
社
会
保
障
の
拡
大
の
た
め
の
国
家
戦
略
の
他
の
目
的
の
達
成
に
お
け
る
進
展
」（
パ

ラ
グ
ラ
フ
一
九
）
に
対
す
る
国
民
・
市
民
的
監
視
を
要
求
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
社
会
・
経
済
的
地
位
に
あ
る
国
の
状
況
の
監
視
と
測
定
は
、

国
家
的
な
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
拡
大
あ
る
い
は
補
足
の
た
め
に
必
要
な
政
策
的
な
空
間
を
作
り
出
す
こ
と
を
促
進
す
る
。
全
国
的
な
市
民
団
体
や
労
働
組

合
は
、
彼
ら
の
知
識
を
使
い
、
そ
し
て
現
実
の
生
活
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
的
な
監
視
を
担
っ
た
り
あ
る
い
は
そ
れ
に
貢
献

す
る
の
に
最
適
の
立
場
に
あ
る
。
効
果
的
な
監
視
は
、
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
は
な
く
て
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
で
あ
り
、
人
々
の
視
点
か
ら
集
合
的
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な
統
計
へ
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
社
会
的
保
護
の
た
め
の
国
民
的
・
市
民
的
連
携
は
、
全
て
の
子
ど
も
た
ち
、
就
労
年
齢
層
の
成
人
、

高
齢
期
の
人
々
が
、
必
須
の
品
物
と
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
所
得
保
障
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
最
低
限
の
レ
ベ
ル
を
享
受
す
る
か

ど
う
か
、
全
て
の
人
々
が
最
低
限
の
水
準
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
持
つ
か
ど
う
か
を
容
易
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
ギ
ャ
ッ
プ

を
立
証
で
き
る
し
、
こ
れ
ら
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
縮
小
す
る
コ
ス
ト
を
計
算
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
そ
し
て
ど
こ
で
そ
の
資
源
を
見
い
だ
す
か
を

指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
確
実
に
行
う
た
め
に
、
分
析
的
な
技
術
が
学
ば
れ
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
費
用
効
果
分
析
（cost

     

benefit
analyses

                
）
が
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
給
付
は
見
積
も
ら
れ
、
適
用
範
囲
の
拡
張
は
評
価
さ
れ
、
貧
困
の
効
果
と
不
平
等
に
対
す

る
影
響
は
評
価
さ
れ
、
経
済
的
シ
ナ
リ
オ
は
構
築
さ
れ
、
法
は
分
析
さ
れ
法
案
は
作
成
さ
れ
、
複
雑
な
組
織
は
統
治
さ
れ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ

な
ば
な
ら
な
い
。
診
断
的
な
そ
し
て
分
析
的
な
作
業
は
政
府
と
意
思
決
定
者
に
恥
じ
入
っ
て
行
動
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
。
し
か
し
、
成
功
を
お

さ
め
る
に
は
、
時
間
と
労
力
に
お
い
て
相
当
の
投
資
が
必
要
で
あ
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
な
連
合
は
、
共
通
の
使
命
を
持
ち
、
知
識
、
証
拠
、
そ
し
て
経
験
に
対
し
て
広
範
な
ア
ク
セ
ス
を
持
つ
国
際
的
な
連
携
に
つ
な

が
る
こ
と
に
よ
り
、
堅
実
な
政
策
と
技
術
的
後
援
を
必
要
と
し
て
い
る
国
内
の
組
織
を
支
援
で
き
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
技
術
的
そ
し
て
政
策
的
助
言

を
与
え
る
に
あ
た
り
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
違
反
で
あ
り
、
二
つ
の
総
会
を
裏
切
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
業
績
を
判
断
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
多
く
の
国
が
Ｓ
Ｐ
Ｆ
政
策
を
採
用
し
た
か
で
あ
り
、
ど
れ
だ
け

多
く
の
国
が
社
会
的
保
護
戦
略
を
採
用
し
た
か
で
あ
り
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
国
が
よ
り
高
次
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
を
批
准
し
た
か
で
あ
り
、
ど
れ
だ

け
の
事
例
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
実
質
的
な
技
術
支
援
と
政
策
的
助
言
を
し
た
か
で
判
断
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ゆ
え
、
一
連
の
文
書
が
政
策
に
転
換
す
る
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
の
答
え
は
、
た
ぶ
ん
、
イ
エ
ス
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
自
動
的
に
何

か
が
お
こ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
連
機
関
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
連
携
、 
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
そ
し
て
国
際
社
会
か
ら
の
支
援
を
得
て
、
国
内
の
連
携
に
よ
る
、
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社
会
的
保
護
を
政
治
的
議
題
の
ト
ッ
プ
に
据
え
る
継
続
的
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

（
七
）　
可
能
な
次
の
行
動

　
ほ
ぼ
七
〇
年
前
、
国
際
社
会
は
普
遍
的
保
護
を
要
請
す
る
六
七
号
勧
告
、
六
九
号
勧
告
を
採
択
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
は
忘
れ
去
ら
れ
た
。

二
〇
二
号
勧
告
が
同
じ
運
命
を
辿
ら
な
い
よ
う
に
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
？
も
し
こ
れ
が
国
際
的
に
忘
れ
ら
れ
れ
ば
、
国
内
的
に
政
治
的
課
題

か
ら
は
ず
す
こ
と
は
は
る
か
に
容
易
で
あ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
の
行
動
は
ロ
ー
カ
ル
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
連
携
は
、
二
〇
二
号
勧

告
の
実
施
に
つ
い
て
の
執
務
的
な
責
任
を
た
だ
単
に
地
域
的
な
連
携
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
名
誉
に
満
足
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。

　
鍵
と
な
る
の
は
勢
い
の
あ
る
組
織
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
も
力
に
満
ち
た
世
界
的
規
模
で
の
社
会
政
策
の
議
論
は
、
ポ
ス
ト
二
〇
一

五
年
開
発
目
標
の
決
定
で
あ
ろ
う
。
全
て
の
人
が
社
会
保
障
の
最
低
基
準
以
上
の
中
で
暮
ら
す
べ
き
だ
と
い
う
目
標
は
、
開
発
の
目
的
と
し
て

明
ら
か
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
的
保
護
は
、
貧
困
の
緩
和
や
不
平
等
の
削
減
、
す
べ
て
の
人
々
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
達
成
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
達
成
な
ど
、
一
連
の
関
連
す
る
目
的
の
達
成
の
手
段
で
も
あ
り
得
る
。
人
々
が
社
会
保
障
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
持
っ
て
い
る

か
ど
う
か
は
容
易
に
測
定
可
能
で
あ
り
、
保
護
に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
曖
昧
な
理
論
的
政
策
概
念
に
よ
っ
て
よ
り
は
む
し
ろ
具
体
的
な
政
策
ツ
ー

ル
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
。
そ
の
権
利
の
目
的
と
し
て
で
あ
れ
、
多
目
的
な
ツ
ー
ル
と
し
て
で
あ
れ
、
鍵
は
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
に
関
す
る

世
界
的
な
議
論
に
お
い
て
二
〇
二
号
勧
告
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
逆
に
、
世
界
的
規
模
の
Ｓ
Ｐ
Ｆ
連
携
は
、
二
〇
二
号
勧
告
が
十
分
な
潜
在
的
可
能
性
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
世
界
的
規
模
で
の
連
携
は
国
内
政
策
と
独
立
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
国
内
の
圧
力
に
対
す
る
反
作
用
で
あ
る
。
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さ
も
な
け
れ
ば
他
の
事
項
が
遅
か
れ
早
か
れ
社
会
的
保
護
の
議
題
を
侵
食
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
労
組
と
巨
大
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
っ

て
担
わ
れ
る
国
民
・
市
民
的
連
携
が
結
成
さ
れ
活
動
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鍵
は
、
ポ
ス
ト
二
〇
一
五
年
開
発
目
標
に
つ
い
て
開
催
さ

れ
る
、
国
内
経
済
と
社
会
開
発
に
お
け
る
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
役
割
に
関
す
る
す
べ
て
の
国
内
の
関
係
当
事
者
の
会
合
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
警
告
を
発

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
国
内
的
な
組
織
と
、
世
界
的
な
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
連
携
は
、
協
同
し
て
「
社
会
保
護
の
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
基
金
」G

robalFund
for
SocialPro

 
                         -  

tection

       

の
要
請
を
支
援
で
き
る
。
同
基
金
は
食
糧
へ
の
権
利
と
極
貧
者
の
権
利
、
そ
し
て
人
権
に
つ
い
て
の
国
連
専
門
家
が
提
唱
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
連
携
は
基
金
が
Ｓ
Ｐ
Ｆ
を
実
施
す
る
た
め
の
国
内
的
行
動
の
後
援
に
集
中
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
彼
ら
は
ま
た
国
際
取
引
課
税

を
支
持
し
、
基
金
を
支
援
し
、
現
実
に
自
身
で
は
社
会
保
護
の
基
盤
レ
ベ
ル
を
構
築
で
き
な
い
い
く
つ
か
の
国
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
社
会
保
護
を
議
題
に
維
持
す
る
た
め
の
最
も
強
力
な
触
媒
的
装
置
は
、
社
会
的
保
護
の
国
内
的
基
盤
に
つ
い
て
の
国
連
条
約
の
制
定
へ
と
導

く
プ
ロ
セ
ス
と
運
動
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
Ｓ
Ｐ
Ｆ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
は
広
範
な
国
際
組
織
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｆ

に
つ
い
て
の
国
連
条
約
は
、
国
際
組
織
が
全
て
の
人
々
へ
社
会
保
障
と
い
う
ミ
ニ
マ
ム
を
確
保
す
る
責
任
を
共
同
し
て
採
択
し
て
き
た
と
い
う

こ
と
の
強
力
な
証
拠
で
あ
る
。
品
位
の
あ
る
こ
と
、
公
正
、
よ
り
一
層
の
平
等
は
社
会
的
正
義
と
社
会
的
平
和
を
生
み
出
す
方
法
で
あ
る
。
社

会
的
平
和
を
生
み
出
す
こ
と
─
地
球
の
限
り
あ
る
自
然
資
源
を
責
任
も
っ
て
使
用
す
る
こ
と
と
、
わ
れ
わ
れ
の
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
に
加
え

て
─
は
、
持
続
的
な
人
間
の
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
。
二
〇
二
号
勧
告
は
、
よ
り
一
層
の
社
会
的
正
義
に
向
け
て
の
さ
ら
な
る
一
歩
に
過
ぎ
な

い
。
よ
り
多
く
の
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
国
際
社
会
は
こ
の
行
動
の
方
向
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
卓
越
し
た
包
括
的
な
国
連
の
社
会
的

条
約
は
、
一
〇
年
毎
に
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
開
発
目
標
よ
り
も
は
る
か
に
永
続
性
的
で
耐
久
性
の
あ
る
文
書
で
あ
る
。
そ
の
過
程
は
長
く

重
労
働
で
あ
る
。
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二
節
　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
の
検
討

（
一
）　
ど
の
よ
う
な
組
織
が
ど
の
よ
う
レ
ベ
ル
で
基
準
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
す
べ
き
な
の
か

　
社
会
政
策
や
社
会
開
発
に
つ
い
て
何
ら
か
の
基
準
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
組
織
が
ど
の
よ
う
レ
ベ
ル

で
基
準
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
す
べ
き
な
の
か
。

　
こ
こ
で
は
国
際
社
会
が
世
界
的
視
野
に
立
ち
、
貧
困
の
撲
滅
を
目
的
と
し
、
と
り
あ
え
ず
は
、
社
会
政
策
、
社
会
保
障
が
十
分
整
備
さ
れ
て

い
な
い
国
々
を
対
象
と
す
る
も
の
が
構
想
さ
れ
る
。

　
基
準
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
定
に
際
し
て
は
、
関
与
す
る
当
事
者
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
よ
り
普
遍
的
な
も
の
が
作
成
で
き
る
が
、
逆
に
、

当
事
者
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
合
意
を
形
成
す
る
の
は
困
難
と
な
る
。
仮
に
条
約
の
よ
う
な
拘
束
力
が
強
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
が
増

え
れ
ば
合
意
形
成
─
条
約
採
択
は
極
め
て
困
難
に
あ
る
。
条
約
の
批
准
数
が
限
定
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
合
意
可
能
な
事
項
に
つ
き
、
合
意

可
能
な
形
式
で
の
条
約
、
す
な
わ
ち
政
策
宣
言
的
な
文
書
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
の
点
で
考
え
れ
ば
、
あ
る
程
度
意
味
の
あ
る
進
展
を
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
る
基
準
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
で
き
る
組
織
は
限
ら
れ
て

く
る
。
そ
の
専
門
性
と
国
際
規
範
形
成
の
蓄
積
か
ら
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
が
中
心
と
な
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
必
然
で
あ
っ
た
。

　
周
知
の
と
お
り
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
一
九
一
九
年
の
創
設
以
来
、
多
数
の
社
会
保
障
、
社
会
政
策
の
国
際
規
範
を
採
択
し
て
き
た
。
時
代
的
に
そ
れ
ら

を
見
れ
ば
、
戦
前
の
社
会
保
険
中
心
主
義
、
一
九
五
二
年
の
社
会
保
障
最
低
基
準
条
約
、
そ
の
後
の
技
術
的
条
約
と
大
別
で
き
る
。
戦
前
は
特

定
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
保
護
を
社
会
保
険
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
考
え
て
き
た
。

　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
一
九
二
七
年
の
第
一
〇
回
総
会
で
「
疾
病
保
険
条
約
」（
二
四
号
条
約
）（Sickness

Insurance
                  
（Industry

        
）C

onvention;
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N
o.24

 
     
）
を
採
択
し
、
そ
れ
以
降
の
社
会
保
障
に
関
す
る
条
約
で
は
、
社
会
保
険
制
度
の
採
用
を
原
則
と
し
て
き
た
（
一
九
三
三
年
の
「
老
齢

保
険
（
工
業
等
）
条
約
」（
三
五
号
条
約
）（O

ld-A
ge
Insurance

 
    
            
（Industry,etc.

              
）C

onvention;N
o.35

 
            
     
）、
一
九
三
三
年
の
廃
疾
保
険
（
工

業
等
）
条
約
（
三
七
号
条
約
）（Invalidity

Insurance

                    
（Industry,etc.

              
）C
onvention;N

o.37

 
            
     
）、
一
九
三
三
年
の
「
遺
族
保
険
（
工
業
等
）

条
約
（
三
九
号
条
約
）（Survivors’Insurance
                    
（Industry,etc.

              
）C
onvention;N

o.39

 
            
     
）。

　
戦
後
は
そ
の
よ
う
な
社
会
保
険
中
心
主
義
か
ら
離
脱
し
、
達
成
方
法
は
加
盟
国
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
九
五
二
年
の
社
会
保
障
最
低
基
準
条
約
（
一
〇
二
号
条
約
）（SocialSecurity

               
（M

inim
um
Standards

 
    
  
          
）C

onvention;N
o.102

 
            
      
）
は

社
会
保
障
の
要
保
障
事
故
の
カ
タ
ロ
グ
を
定
立
し
、
要
保
障
事
故
ご
と
に
そ
れ
に
対
応
す
る
給
付
の
最
低
基
準
を
設
定
し
た
。
同
時
に
批
准
を

容
易
に
す
る
装
置
も
組
み
込
ん
で
い
た
。
こ
の
段
階
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
社
会
保
障
の
法
形
成
作
業
は
ひ
と
段
落
し
た
。
最
低
基
準
条
約
以
降
は
、
社

会
保
険
制
度
と
す
る
か
無
拠
出
制
度
と
す
る
か
は
加
盟
国
の
選
択
に
委
ね
る
方
向
な
っ
て
い
る
。
ま
た
よ
り
高
度
の
給
付
基
準
は
、
一
九
六
七

年
の
障
害
・
老
齢
・
遺
族
給
付
条
約
（
一
二
八
号
）（Invalidity,O

ld-A
ge
and
Survivors'B

             
    
                   

enefits
C
onvention;N

o.128

         
            
      
）、
一
九
六
九

年
の
医
療
・
疾
病
給
付
条
約
（
一
三
〇
号
）（M

edicalC
are
and
Sickness

B
enefits

C

 
        
                  
         

onvention;N
o.130

            
      
）
と
い
っ
た
個
別
条
約
に
委
ね

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
両
条
約
と
も
批
准
国
数
は
二
〇
以
下
で
あ
る
。
そ
の
後
の
社
会
保
障
国
際
条
約
は
、
一
九
六
二
年
の
均
等
待
遇

（
社
会
保
障
）
条
約
（
一
一
八
号
）（E

quality
ofT
reatm

ent

 
            
     
   
（SocialSecurity
               
）C

onvention;N
o.118

 
            
      
）、
一
九
八
二
年
の
社
会
保
障
の
権

利
維
持
条
約
（
一
五
七
号
）（M

aintenance
ofSocialSecurity

R
ight

 
                               
    s

C
onvention;N

o.157
   
            
      
）
と
い
っ
た
技
術
的
な
も
の
が
定
立
さ
れ
る
。

　
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
社
会
保
障
国
際
法
の
実
効
性
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
最
低
基
準
条
約
は
最
低

基
準
を
定
め
る
の
と
同
時
に
、
途
上
国
に
と
っ
て
は
そ
れ
に
向
け
て
の
到
達
目
標
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
国
々
で
は
依
然
と
し
て
社
会

保
障
制
度
の
形
成
・
拡
大
は
進
ま
ず
、
現
実
を
地
球
規
模
で
見
れ
ば
社
会
保
障
な
ど
社
会
的
保
護
の
恩
恵
に
服
し
て
い
な
い
人
口
の
ほ
う
が
圧
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倒
的
多
数
で
あ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
こ
の
課
題
に
対
応
す
べ
く
社
会
保
障
の
適
用
拡
大
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た
。
当
初
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
姿
勢
は
、

社
会
保
険
制
度
を
拡
大
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
功
を
奏
さ
ず
、
あ
ら
た
な
手
法
の
採
用
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
の
事

情
は
シ
シ
ョ
ン
論
文
の
記
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
人
々
に
社
会
保
障
を
拡
大
す
る
と
い
う
目
的
と
、 
Ｍ
Ｇ
Ｄ
の
達
成
と
い
う
国
際
社
会
の
課
題
に
答
え
る
べ
く
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
と
っ
た

手
法
は
か
つ
て
の
よ
う
に
特
定
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
社
会
保
険
制
度
を
構
築
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
社
会
保
障
が
不
十
分
な
あ
る

は
存
在
し
な
い
国
に
、
社
会
保
険
を
構
築
し
そ
れ
を
拡
大
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
や
ア

フ
リ
カ
、
日
本
、
韓
国
、
台
湾
を
除
く
ア
ジ
ア
諸
国
で
既
に
証
明
済
み
で
あ
っ
た
。

　
な
お
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
一
九
六
二
年
に
「
社
会
政
策
（
基
本
的
な
目
的
お
よ
び
基
準
）
条
約
（SocialPolicy

             
（B

asic
A
im
s
and
Standards

 
      
  
               
）

C
onvention

 
         
）」（
一
一
七
号
）
を
採
択
し
て
い
る
。
こ
れ
は
新
興
独
立
国
の
社
会
政
策
一
般
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
。

（
二
）　
勧
告
の
概
要

　
勧
告
の
い
う
Ｓ
Ｐ
Ｆ
と
は
「
貧
困
、
脆
弱
性
及
び
社
会
的
な
排
除
を
防
止
し
、
又
は
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
保
護
を
確
保
す
る
も
の

と
し
て
各
国
で
定
義
す
る
基
本
的
な
社
会
保
障
の
全
体
」（
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
）
を
い
う
。

　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
に
は
少
な
く
と
も
、「
ａ
各
国
で
定
義
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
の
利
用
で
あ
っ
て
、
利
用
可
能
性
、
機
会
、
容
認
可
能
性
及

び
質
の
基
準
を
満
た
す
不
可
欠
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
（
母
性
に
関
す
る
保
健
を
含
む
）
か
ら
成
る
も
の
、
ｂ
児
童
に
つ
い
て
の
基
本
収
入
の
保
障

で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
最
低
限
の
水
準
と
し
て
各
国
で
定
義
す
る
栄
養
、
教
育
、
保
健
そ
の
他
の
必
要
な
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
提

供
す
る
も
の
、
ｃ
少
な
く
と
も
最
低
限
の
水
準
と
し
て
各
国
で
定
義
す
る
基
本
収
入
の
保
障
で
あ
っ
て
、
特
に
、
疾
病
、
失
業
、
母
性
及
び
障
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害
に
関
す
る
も
の
、
ｄ
高
齢
者
に
つ
い
て
の
少
な
く
と
も
最
低
限
の
水
準
と
し
て
各
国
で
定
義
す
る
基
本
収
入
の
保
障
と
い
う
、
基
本
的
な
社

会
保
障
か
ら
成
る
べ
き
で
あ
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
）。

　
こ
の
よ
う
な
「
基
本
的
な
社
会
保
障
」
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ａ
医
療
・
保
健
サ
ー
ビ
ス
が
、
利
用
者
に
対
し
て
高
価
な
も
の
に
な
り

す
ぎ
な
い
こ
と
、
ｂ
基
本
収
入
の
保
障
は
、
尊
厳
の
あ
る
生
活
を
可
能
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ｃ
基
本
的
な
社
会
保
障
の
水
準
は
、
適
当
な

場
合
に
は
、
国
内
法
令
又
は
国
内
慣
行
に
よ
っ
て
定
め
る
透
明
性
の
あ
る
手
続
に
よ
り
定
期
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ｄ
こ
れ
ら

の
保
障
の
水
準
の
設
定
及
び
検
討
に
関
し
、
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
の
三
者
に
よ
る
参
加
並
び
に
他
の
関
係
す
る
代
表
的
な

団
体
と
の
協
議
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
十
分
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
ま
た
「
基
本
的
な
社
会
保
障
」
の
給
付
に
あ
た
り
、
加
盟
国
は
多
様
な
方
法
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、「
１
加
盟
国
は
、
国
内
の
状
況
に
お
け

る
給
付
及
び
制
度
の
最
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
組
合
せ
を
実
施
す
る
た
め
、
様
々
な
方
法
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
２
給
付
に
は
、
児
童
及

び
家
族
に
関
す
る
給
付
、
疾
病
及
び
保
健
に
関
す
る
給
付
、
母
性
給
付
、
障
害
給
付
、
老
齢
給
付
、
遺
族
給
付
、
失
業
給
付
、
雇
用
保
障
、
業

務
災
害
給
付
並
び
に
現
金
又
は
現
物
に
よ
る
そ
の
他
の
社
会
的
な
給
付
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
３
こ
れ
ら
の
給
付
を
提
供
す
る
制
度
に
は
、

普
遍
的
な
給
付
制
度
、
社
会
保
険
制
度
、
社
会
扶
助
制
度
、
負
の
所
得
税
制
度
、
公
共
職
業
安
定
制
度
及
び
雇
用
支
援
制
度
を
含
め
る
こ
と
が

で
き
る
。」（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
）
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
基
本
的
な
社
会
保
障
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
Ｓ
Ｐ
Ｆ
は
、「
加
盟
国
は
、
自
国
の
事
情
に
応
じ
て
、
基
本
的
な
社
会
保
障
か
ら

成
る
社
会
的
な
保
護
の
土
台
を
で
き
る
限
り
速
や
か
に
定
め
、
及
び
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
保
障
は
、
必
要
と
す
る
全
て
の
者
が
そ
の
生
涯
を

通
じ
て
国
内
的
に
必
要
と
さ
れ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
不
可
欠
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
こ
と
及
び
基
本
収
入
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
確
保
す
べ
き
で
あ
る
」（
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
）。
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そ
の
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
実
施
に
あ
た
り
、
加
盟
国
は
「
ａ
予
防
的
、
促
進
的
及
び
積
極
的
な
措
置
、
給
付
並
び
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
る

べ
き
で
あ
る
。
ｂ
公
的
調
達
、
政
府
に
よ
る
借
款
供
与
、
労
働
監
督
、
労
働
市
場
政
策
及
び
租
税
上
の
特
典
を
含
む
政
策
並
び
に
教
育
、
職
業

訓
練
、
生
産
的
な
技
能
及
び
雇
用
可
能
性
を
促
進
す
る
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
的
な
経
済
活
動
及
び
公
正
規
雇
用
を
促
進
す
べ

き
で
あ
る
。
ｃ
正
規
雇
用
、
所
得
の
創
出
、
教
育
、
識
字
、
職
業
訓
練
、
技
能
及
び
雇
用
可
能
性
を
促
進
し
、
不
安
定
さ
を
減
じ
、
並
び
に
適

切
な
仕
事
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
仕
事
の
安
定
、
起
業
家
精
神
及
び
持
続
可
能
な
企
業
を
助
長
す
る
そ
の
他
の
政
策
と
の
調
整
を
確
保
す
べ
き

で
あ
る
。」（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
）。

　
ま
た
加
盟
国
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
資
金
、
財
政
的
、
経
済
上
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
、
多
様
な
方
法
を
利
用
す
べ
き
こ
と
を
検
討
す
べ

き
で
あ
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
）。

（
三
）　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
の
特
色

　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
は
特
定
の
新
し
い
社
会
保
障
制
度
の
構
築
を
提
唱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
勧
告
は
、
従
来
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
採
択

し
て
き
た
勧
告
と
も
、
従
来
の
社
会
保
障
・
社
会
政
策
に
対
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
従
来
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
国

際
法
規
の
定
立
作
業
に
比
し
て
、
他
の
国
際
機
関
と
の
協
力
・
連
携
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
つ
は
社
会
保
障
制
度
を
パ
ッ
ケ
ー

ジ
と
し
て
構
想
し
構
築
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
点
で
あ
る
。

　
第
一
の
特
色
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
国
際
規
範
策
定
に
あ
た
り
、
国
際
的
連
携
が
際
だ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
勧
告
の
採
択
そ
れ
自
体
は

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
通
常
の
手
続
き
を
踏
ん
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
際
世
論
の
形
成
と
国
際
基
準
定
立
へ
の
動
き
は
顕
著
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。

　
シ
シ
ョ
ン
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
際
的
連
携
の
典
型
が
Ｓ
Ｐ
Ｆ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｆ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
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社
会
的
保
護
に
つ
い
て
活
動
す
る
全
て
の
担
い
手
の
活
動
を
調
整
し
、
分
野
・
領
域
を
越
え
て
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
統
括
す
る
た
め
に
形
成

さ
れ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
世
界
保
健
機
構
が
主
導
的
組
織
と
な
り
、
一
九
の
国
連
組
織
と
一
四
の
開
発
金
融
機
関
、
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
結
集
し
た

も
の
で
あ 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
体
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
四
）　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
の
独
自
性

　
本
勧
告
の
社
会
保
障
の
特
色
は
、
一
つ
に
は
包
括
的
社
会
保
障
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
提
示
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
水
平
的
」
と
「
垂
直
的
」

次
元
と
い
う
異
な
る
地
平
か
ら
社
会
的
保
護
を
検
討
す
る
と
い
う
視
点
を
強
調
す
る
。
途
上
国
の
み
な
ら
ず
工
業
化
諸
国
で
も
、
包
括
的
に
社

会
的
保
護
を
考
え
る
こ
と
が
極
め
て
稀
で
あ
り
、
年
金
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
が
ば
ら
ば
ら
に
構
築
さ
れ
、
全
体
と
し

て
整
合
性
は
顧
み
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ゆ
え
先
進
国
に
お
い
て
さ
え
、
社
会
的
保
護
か
ら
零
れ
落
ち
る

層
が
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
今
後
は
こ
の
包
括
的
社
会
保
障
と
二
元
的
検
討
は
重
要
な
も
の
と
な
る
。

　
ま
た
勧
告
は
「
漸
進
的
実
現
」
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
こ
と
で
、
途
上
国
政
府
、
使
用
者
側
へ
の
配
慮
を
行
い
、
一
方
で
同
時
に
、
社
会

保
障
最
低
基
準
条
約
（
一
〇
二
号
条
約
）
批
准
へ
の
努
力
義
務
を
課
し
て
い
る
。

（
五
）　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
の
実
現
に
は
ど
の
よ
う
な
担
い
手
が
必
要
な
の
か

　
シ
シ
ョ
ン
論
文
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
が
単
な
る
紙
切
れ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
否
か
は
そ
の
担
い
手
次
第
で
あ
る
旨
、
主
張
す
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の

国
内
的
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
国
内
外
の
組
織
が
政
府
に
圧
力
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
論
文
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
監

視
な
ど
に
も
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
り
、
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で
は
ど
の
よ
う
な
担
い
手
が
適
正
な
の
か
。
シ
シ
ョ
ン
論
文
で
は
ま
ず
労
働
組
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。

○一
 

　
労
働
組
合

　
シ
シ
ョ
ン
博
士
は
労
働
組
合
の
役
割
に
期
待
す
る
。
も
ち
ろ
ん
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
勧
告
を
採
択
し
た
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
、
労
働
組
合
の
力
が
あ

れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
ま
た
社
会
保
障
法
生
成
の
主
要
な
契
機
と
し
て
「
国
家
に
生
活
保
障
を
要
求
す
る
無
産
国
民
大
衆
の
闘
争
の
拡
大
」
が
あ

り
、
社
会
保
障
法
の
拡
充
が
「
無
産
国
民
大
衆
を
中
心
と
す
る
国
民
運
動
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
ろ 

そ
し
て
か
つ
て

は
労
働
組
合
が
そ
の
中
核
的
担
い
手
で
あ
っ
た
。
問
題
は
今
日
そ
し
て
将
来
も
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
労
働
組
合
は
基
本
的
に
は
、
労
働
者
の
労
働
条
件
の
向
上
の
た
め
に
使
用
者
と
交
渉
す
る
組
織
で
あ
り
、
生
活
保
障
の
よ
う
な
領
域

に
ま
で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
そ
の
役
割
の
理
論
的
帰
結
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
に
労
働
者
互
助
組
織
的
機

能
を
担
っ
て
い
る
側
面
は
あ
る
し
、
労
働
者
の
生
活
問
題
と
し
て
、
年
金
や
医
療
保
険
の
改
革
に
労
働
者
階
級
の
立
場
か
ら
統
制
を
す
る
と
い

う
立
場
に
は
あ
る
。

　
だ
が
問
題
は
、
労
働
組
合
が
労
働
市
場
を
含
め
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
排
除
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
社
会
的
支
援
を
目
的
と
す
る
制
度
の
構
築

に
関
心
を
も
つ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
人
々
の
代
弁
者
と
な
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
例

え
ば
、
移
民
や
不
法
就
労
者
の
利
益
と
組
合
に
結
集
す
る
労
働
者
の
利
益
が
合
致
す
る
か
は
、
必
ず
し
も
一
義
的
な
解
は
な
い
。

　
ま
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
を
含
め
た
国
際
社
会
が
喫
緊
の
課
題
と
考
え
る
社
会
的
保
護
を
欠
く
人
々
の
社
会
基
盤
と
な
る
よ
う
な
国
々
（
多
く
は
途
上
国
）

で
、
労
働
組
合
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
を
考
慮
し
た
と
き
、
シ
シ
ョ
ン
博
士
の
見
解
は
や
や
楽
観
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
つ
は
、＜

真
に
労
働
組
合
を
必
要
と
す
る
労
働
者
が
組
合
に
結
集
で
き
な
い＞
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
ん
に
ち
の
ラ
テ

（
２
）
う
。
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ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
、
正
規
雇
用
に
あ
る
労
働
者
は
公
務
員
を
含
め
て
強
力
な
労
働
組
合
を
組
織
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
や
派
手
な
街
頭
活
動
も

可
能
で
あ
る
。
彼
ら
は
他
の
大
多
数
の
労
働
者
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ 

大
多
数
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
や
小

売
屋
台
で
働
く
者
た
ち
に
は
保
護
ら
し
い
保
護
は
な
い
。
幸
運
な
労
働
者
は
声
を
挙
げ
ら
れ
彼
ら
に
は
社
会
保
障
制
度
に
よ
る
保
護
が
あ
る
が
、

大
多
数
の
労
働
者
は
そ
れ
が
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
の
が
Ｓ
Ｐ
Ｆ
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
ま
た
い
ま
な
お
少
な
か
ら
ぬ
国
々
で
は
労
働
組
合
活
動
は
、
政
府
の
弾
圧
と
死
と
隣
合
わ
せ
で
あ
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｆ
が
主
た
る
対
象
と
す
る
途
上

国
に
お
い
て
こ
の
傾
向
が
強
い
。

　
わ
が
国
の
よ
う
な
企
業
別
組
合
に
い
た
っ
て
は
完
全
に
「
問
題
外
」
で
あ
る
（
福
島
原
発
事
故
に
お
け
る
電
力
労
働
組
合
の
見
苦
し
い
行
動

を
想
起
せ
よ
！
）。

○二
 

　
市
民
団
体

　
シ
シ
ョ
ン
博
士
は
労
働
組
合
と
並
ん
で
市
民
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
実
現
や
監
視
の
担
い
手
と
し
て
挙
げ
る
。
既
に
い
く
つ
か
の
国
で

は
市
民
生
活
に
関
連
す
る
行
政
に
対
す
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
し
て
市
民
団
体
が
機
能
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
シ
シ
ョ
ン
論
文
で
は
市
民
団
体
の

持
つ
べ
き
能
力
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
に
関
与
す
る
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
先
住
民
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
の
十
分
な
意
思

疎
通
能
力
、
あ
る
い
は
先
住
民
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
自
身
に
よ
る
組
織
も
構
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
語
、
歴
史
、
文
化
が
大
き
く
異
な
る

先
住
民
が
「
社
会
的
保
護
」
を
納
得
し
こ
れ
に
積
極
的
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
か
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ペ
ル
ー
の
「
条
件

付
き
所
得
移
転
給
付
制
度
」
で
あ
るJU

N
TO
S

 
 
 
  
 

の
実
施
で
最
大
の
課
題
は
、
先
住
民
の
言
語
と
、
ペ
ル
ー
公
用
語
の
意
思
疎
通
の
壁
で
あ
る
と

い 

（
３
）
る
。

（
４
）
う
。
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ま
た
Ｓ
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
市
民
へ
の
啓
発
・
教
育
機
能
を
担
う
組
織
も
必
要
で
あ
る
。

○三
 

　
国
際
連
携
　

　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
策
定
過
程
で
特
徴
的
な
点
は
、
世
界
銀
行
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
の
よ
う
に
か
つ
て
の
仇
敵
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
歩
調
を
合
わ
せ
た
点
で
あ
る
。

年
金
民
営
化
な
ど
で
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
確
定
拠
出
年
金
は
一
〇
二
号
条
約
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
シ
シ
ョ
ン
博
士
は
現
在
も
そ
の
よ
う

に
主
張
し
て
い
る
。
財
政
難
か
ら
世
界
銀
行
と
手
を
組
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
風
評
も
あ
る
が
、
地
域
開
発
・
貧
困
緩
和
の
切
り
札
と

も
い
え
る
「
条
件
付
き
所
得
移
転
給
付
制
度
（C

oditionalC
ash
T
ransfer

C
C

 
           
     
         
 
  

を
展
開
し
て
い
た
の
は
、
新
自
由
主
義
・
資
本
主
義
の

走
狗
で
あ
る
世
界
銀 

あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
無
関
心
だ
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
労
働
者
層
が
一
切
関
与
す
る
こ
と
の
な
い
極
貧
地
域
の
社
会
開
発
に

関
心
を
持
た
な
か
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
悔
い
改
め
た
の
か
、「
社
会
保
障
」
と
い
う
概
念
す
ら
使
用
し
な
い
世
界
銀
行
に
屈

服
し
た
の
か
。
前
進
し
た
の
か
堕
落
し
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
動
向
を
さ
ら
に
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
六
）　
今
後
の
動
き
─
　
基
金

　
今
後
の
動
き
と
し
て
シ
シ
ョ
ン
論
文
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
基
金
に
つ
い
て
短
く
コ
メ
ン
ト
す
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
も
か
つ
て
、
加
盟
国
の
寄
付
に
よ
る

「
世
界
社
会
基
金
（G
lobalSocialT

rust

 
              
    
）」
を
構
築
し
た
（
評
者
も
ま
た
工
業
化
諸
国
の
消
費
者
、
労
働
者
か
ら
の
拠
出
に
よ
る
途
上
国
の
労

働
者
の
た
め
の
社
会
保
険
の
た
め
の
基
金
を
提
唱
し 

国
際
取
引
課
税
（
ト
ー
ビ
ン
税
）
や
国
際
航
空
課
税
な
ど
も
既
に
国
際
社
会
で
は

提
唱
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
国
際
基
金
は
完
全
な
空
想
で
は
な
く
な
っ
た
。
だ
が
こ
れ
を
理
念
の
段
階
か
ら
現
実
的
展
開
に
ま
で
進
め
る
に
は
、

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
い
。
な
お
二
〇
二
号
勧
告
は
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
財
源
で
努
力
す
る
こ
と
を
原
則
と

（
５
）

T  
）」

（
６
）
行
で

（
７
）
た
）。
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し
、
そ
れ
が
困
難
な
国
に
限
っ
て
海
外
か
ら
の
支
援
を
容
認
し
て
い
る
。

（
七
）　
今
後
の
動
き
─
　
国
連
条
約

　
シ
シ
ョ
ン
博
士
は
Ｓ
Ｐ
Ｆ
に
つ
い
て
の
国
連
条
約
の
採
択
を
も
視
野
に
入
れ
る
。
シ
シ
ョ
ン
論
文
の
文
脈
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
国
連
の
国
際
法
規

の
優
劣
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｍ
Ｄ
Ｇ
と
国
連
条
約
を
比
較
し
、
国
連
条
約
に
軍
配
を
あ
げ
て
い
る
。
確
か
に
一
〇
年
ご
と
に
検
証
を
要

す
る
「
目
標
」
よ
り
は
国
連
条
約
の
ほ
う
が
安
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
を
充
実
さ
せ
国
連
条
約
に
到
達
さ
せ
る
に
は
か
な
り
の
飛

躍
が
必
要
と
な
る
。
社
会
問
題
に
つ
い
て
の
従
来
の
国
連
条
約
は
、
差
別
禁
止
に
つ
い
て
の
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
国
連
加
盟
国
の
支
持
・

合
意
を
得
や
す
い
。
し
か
し
国
家
の
積
極
的
作
為
を
要
す
る
も
の
を
国
連
条
約
と
す
る
場
合
に
は
、
合
意
形
成
が
困
難
か
、
あ
る
い
は
合
意
可

能
な
水
準
ま
で
条
約
内
容
が
ダ
ン
ピ
ン
グ
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
条
約
の
実
効
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
む
し
ろ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
ほ
う

が
望
ま
し
い
と
い
え
る
。

三
節

わ
が
国
へ
の
示
唆
─
結
び
に
か
え
て

　
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
と
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
枠
組
み
は
、
途
上
国
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
工
業
化
諸
国
と
完
全
に
無
縁
の
も
の
で
は

な
い
。
シ
シ
ョ
ン
博
士
が
例
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
中
東
欧
諸
国
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
の
年
金
改
革
（
民
営
化
）
な
ど
は
、
二
〇
二

号
勧
告
の
示
す
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
、
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
わ
が
国
は
憲
法
二
五
条
を
持
ち
、
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
を
達
成
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
議
論
、
二
〇
二
号
勧
告
と
も
接
点
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
過
度
に
低
額
の
年
金
の
み
で
生
活
す
る
高
齢
者
、
医
療
保
険
未
加
入
の
国
民
、
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
な
ど
、
実
質
的
に
社
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会
保
障
制
度
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
層
が
存
在
す
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｆ
勧
告
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
水
平
的
」
次
元
も
実
は
多
く
の
欠
落
が
存
在
す
る
。

社
会
保
険
で
社
会
的
保
護
の
「
水
平
的
」
次
元
を
充
足
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
著
し
く
緻
密
な
制
度
設
計
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
っ
た
。

ま
た
制
度
設
計
の
段
階
で
想
定
外
の
経
済
・
社
会
状
況
の
展
開
が
あ
っ
た
が
、
国
家
は
制
度
の
維
持
に
焦
点
を
あ
て
、
国
民
の
生
活
保
障
へ
の

視
点
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
世
界
に
冠
た
る
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
を
誇
る
わ
が
国
に
あ
っ
て
も
、
加
盟
国
が
社
会
保
障
の
拡
張
戦
略
の
策
定

に
あ
た
り
、「
保
護
の
欠
如
を
無
く
す
よ
う
努
力
を
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
勧
告
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
四
）
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
方
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
権
利
」
で
あ
る
は
ず
の
生
活
保
護
に
つ
い
て
も
国
際
社
会
（
国
連
・「
経
済
・
社
会
・
文

化
的
権
利
委
員
会
（C

om
m
ittee

on
E
conom

ic,Socialand
C
u

 
  
 
          
     
                
 lturalR

ights

        
     
）」）
か
ら
の
注
文
が
つ
い
て
い 

さ
ら
に
近
時
の
「
地
域

に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
の
よ
う
に
、
既
存
の
社
会
保
障
給
付

は
削
減
さ
れ
、「
垂
直
的
」
次
元
も
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
わ
が
国
の
社
会
保
障
制
度
は
憲
法
二
五
条
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歯
止
め
な
き
社
会
保
障
制
度
の
崩
壊
・
衰
退
期
に
突
入
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
危
機
的
な
情
況
に
あ
り
な
が
ら
、
わ
が
国
の
社
会
保
障
法
学
研
究
の
主
流
は
、
社
会
保
険
制
度
で
あ
れ
ば
「
権
利
性
」
は
確
保

さ
れ
る
と
い
う
「
社
会
保
険
の
物
神
性
」
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
、
社
会
保
険
制
度
へ
の
拝
跪
を
続
け
て
い
る
。
社
会
保
険
に
固
執
す
る
限
り
は
、

財
政
逼
迫
の
た
め
に
、
給
付
率
、
給
付
対
象
は
無
限
に
切
り
下
げ
ら
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
生
存
権
論
か
ら
遊
離
し
た
社
会
保
障
法
学
は

も
は
や
存
在
意
義
を
失
い
、
社
会
保
障
の
「
グ
ラ
ン
ド
・
ゼ
ロ
」
に
向
け
て
疾
走
し
て
い
る
。
こ
の
流
れ
を
食
い
止
め
る
た
め
に
は
、
社
会
保

険
一
辺
倒
の
視
点
を
捨
て
、
社
会
保
障
の
包
括
的
検
討
に
学
会
も
着
手
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）　
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
国
連
開
発
計
画
、
ユ
ネ
ス
コ
、
ユ
ニ
セ
フ
、
世
界
銀
行
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
事
会
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
外
務
省
、
ド
イ

（
８
）
る
。
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
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テ
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フ
ロ
ア
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勧
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検
討
（
山
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ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
セ
イ
ブ
・
ザ
・
チ
ル
ド
レ
ン
、
ヘ
ル
プ
・
エ
イ
ジ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
国
際
社
会
福
祉
評
議
会
な
ど
な
ど
で
あ
る
。

（
２
）　
籾
井
常
喜
『
社
会
保
障
法
（
労
働
法
実
務
体
系
　
）』
総
合
労
働
研
究
所
（
一
九
七
二
年
）
五
三
頁
。

１８

（
３
）　
山
田
晋
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
社
会
政
策
の
今
日
的
展
開
」
世
界
の
労
働
五
九
巻
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
四
～
五
七
頁
、
参
照
。

（
４
）　
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
〇
日
、JU

N
T
O
S

 
 
 
 
 
 
・
プ
ー
ノ
（Puno

    
）
オ
フ
ィ
ス
に
お
け
るG

loria
Zirena

C
atolora,A

yoe
R
oque

S

 
              
          
     
      alazar,W

ilber

         
      

Penazoza

        

氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

（
５
）　
Ｃ
Ｃ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、Laura

B
.R
aw
lings,
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C
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m
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H
opkins

U
niversity

Press,20
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メ
キ
シ
コ
の
Ｃ
Ｃ
Ｔ
に
つ
き
、
畑
惠
子
「
メ
キ
シ
コ
の
条
件
付
き
現
金
給
付
政
策
─Progrea-O

portunidades

 
        
            
」
宇
佐
見
耕
一
・
牧
野
久
美
子
編

『
調
査
研
究
報
告
書
　
現
金
給
付
政
策
の
政
治
経
済
学
（
中
間
報
告
）』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
（
二
〇
一
三
年
）
二
九
～
四
三
頁
所
収
、
山
田
晋
「
メ
キ

シ
コ
に
お
け
る
貧
困
政
策
：“O

portunidades”

  
             

に
つ
い
て
─＜

新
し
い
社
会
扶
助＞

？
」（
明
治
学
院
大
学
）
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
研
究
一
三
二
号

（
二
〇
一
〇
年
）
五
一
～
八
二
頁
、
参
照
。
ま
た
Ｃ
Ｃ
Ｔ
全
般
に
つ
き
、
山
田
晋
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
社
会
政
策
～
社
会
保
障
法
と
な
り
得
る
か
？
」

明
治
学
院
大
学
社
会
学
部
付
属
研
究
所
・
研
究
所
年
報
三
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
五
～
六
〇
頁
、
参
照
。

（
６
）　
世
界
銀
行
の
基
本
政
策
に
つ
き
毛
利
良
一
「
債
務
危
機
・
構
造
調
整
・
社
会
開
発
」
西
川
潤
編
『
社
会
開
発
　
経
済
成
長
か
ら
人
間
中
心
型
発
展

へ
』
有
斐
閣
（
一
九
九
七
年
）
三
九
～
六
八
頁
所
収
、
参
照
。
ま
た
世
界
銀
行
・
構
造
調
整
と
社
会
保
障
に
つ
き
、
山
田
晋
「
世
界
銀
行
の
年
金
戦

略
」（
明
治
学
院
大
学
）
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
研
究
一
〇
五
号
（
一
九
九
九
年
）
一
〇
一
～
一
五
五
頁
、
同
「
社
会
保
障
と
構
造
調
整
─
世
界
銀
行

の
年
金
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
」
大
山
博
・
炭
谷
茂
・
武
川
正
吾
・
平
岡
公
一
編
著
『
福
祉
国
家
へ
の
視
座
─
揺
ら
ぎ
か
ら
の
再
構
築
へ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
（
一
九
九
九
年
）
五
三
～
七
四
頁
、
山
田
晋
「
社
会
保
障
の
役
割
の
再
検
討
─
先
進
国
・
工
業
化
諸
国
と
発
展
途
上
国
に
お
け
る
社
会
保
障
の
異

同
か
ら
」 
大
曽
根
寛
・
金
川
め
ぐ
み
・
森
田
慎
二
郎
編
『
社
会
保
障
法
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
〇
八
年
）、
五
八
～
七
三
頁

な
ど
。
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な
お
世
界
銀
行
は
こ
ん
に
ち
か
つ
て
ほ
ど
露
骨
な
略
奪
の
基
盤
整
備
の
た
め
の
「
開
発
援
助
」
は
行
っ
て
は
お
ら
ず
、
構
造
調
整
路
線
は
修
正
し
た

が
、
さ
り
と
て
過
去
の
略
奪
の
補
償
を
行
っ
て
は
い
な
い
し
、
基
本
的
に
は
新
自
由
主
義
路
線
で
あ
る
。
国
際
援
助
の
変
遷
に
つ
き
、
絵
所
秀
紀
「
貧

困
と
開
発
：
主
要
論
点
の
整
理
」
絵
所
秀
紀
・
穂
坂
光
彦
・
野
上
裕
生
編
著
『（
シ
リ
ー
ズ
国
際
開
発
第
１
巻
）
貧
困
と
開
発
』
日
本
評
論
社
（
二
〇

〇
四
年
）
一
～
二
〇
頁
所
収
、
参
照
。

（
７
）　Shin

YA
M
A
D
A
,N
ew
and
G
lobalM

odelof

      
  
 
 
 
   
  
      
       
       SocialProtection,

                    SocialA
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O
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N
ew
Technologies
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C
entury:14th

W
orld
C
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ofInte

 
              
      
               rnationalIndustrialR
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A
ssoc

                      
          
    iatio

     n  ,U
niversidad

de
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a,2006,pp.475

   
                 
                –  491.

    

（
８
）　
国
連
・「
経
済
・
社
会
・
文
化
的
権
利
委
員
会
」
は
、
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
の
「
最
終
見
解
」
で
、
貧
困
高
齢
者
、
特
に
無
年
金
あ
る
い
は
極

め
て
低
額
の
年
金
受
給
者
に
関
心
を
寄
せ
、
国
民
年
金
制
度
内
に
最
低
保
証
年
金
の
設
置
な
ど
を
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
生
活
保
護
手
続
き
の
簡
素
化

と
、
申
請
者
が
尊
厳
を
維
持
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
、
生
活
保
護
受
給
に
関
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
を
な
く
す
よ
う
な
教
育
の
実
施
、
な
ど
が
勧
告

さ
れ
て
い
る
（C

oncluding
observations.E

/C
.12/JPN

/
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O
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